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序     文 

 

日本国政府はルワンダ国政府の要請に基づき、同国東部県南部地方（旧キブンゴ県）の

村落給水維持管理・衛生啓発に係る技術協力プロジェクトを実施する事を決定し、独立行

政法人国際協力機構（JICA）が実施に当たることと致しました。 

 

当機構は、平成 18 年 10 月 17 日から 11 月 10 日まで、当機構地球環境部第三グループ長

の坂田章吉を団長とする調査団を現地に派遣致しました。調査団は、本件要請の背景を確

認すると共にルワンダ政府の意向を聴取し、且つ問題分析や状況把握のための現地踏査も

実施しました。事前調査の結果、本件の妥当性が確認され、また、先方政府とプロジェク

ト内容について合意形成が為されたため、平成 18 年 11 月 6 日協議議事録（M/M）の署名・

交換を行いました。 

 

本書は今回の事前調査の結果を取り纏めると共に、続く本件に資するため作成されたも

のです。 

 

終わりに、調査に御協力と御支援を戴いた関係者各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 19 年 11 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

地球環境部 

部長 伊藤隆文 



 

位 置 図

旧キブンゴ県 



現地状況写真１ 

Rwamagana 郡：給水施設①Mwulire の水源（保護湧

水）。直ぐ近くに家畜の水飲み場を併設している。 

Rwamagana 郡：保護湧水の近傍にある農業用ため池。

写真左上は苗床。苗床とため池の間に湧水がある。

 

Kayonza 郡：給水施設⑮Rwinkwavu の改修予定のﾊﾝﾄﾞ

ﾎﾟﾝﾌﾟ。井戸が使用不可能になって以来、近くの沼地

から水を汲んで利用している。 

Kayonza 郡：給水施設⑮Rwinkwavu の近傍にある既

存配管施設末端部。漏水が多く、ほとんど水が出て

いない。現在は無料。ｸﾘﾝﾄﾝ財団が改修予定。 

 

Kayonza 郡：給水施設③Rwinkwavu。1988 年日本の無

償案件にて建設。水利用組合が雇った水技師が漏水

の修理を行っている。 

Kayonza 郡：給水施設③Rwinkwavu の水利用組合の

議長およびｾｸﾀｰの水担当者へのｲﾝﾀﾋﾞｭｰ。 



現地状況写真２ 

Kirehe 郡：給水施設⑧Mushikili。尾根部の道路沿

いに住居が分布している。住民は、高低差 100m 程度

を上り下りして水を得ている。 

Kirehe 郡：給水施設⑧Mushikili。 

20 ﾘｯﾄﾙのﾀﾝｸを自転車で運ぶ住民。 

 

Kirehe 郡：給水施設⑩Nyamugari。既存の給水施設

の水源（湧水）。ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ分を地域の住民が利用でき

るようにしている。 

Kirehe 郡：給水施設⑩Nyamugari。水が出ず、使用

されていない公共水栓。給水施設のキャパシティが

不足しているとのこと。 

 

Kirehe 郡：給水施設⑨Kirehe。公共水栓。Tap Keeper

がいて 20Frw/20 ﾘｯﾄﾙを徴収している。そして、ﾒｰﾀ

ｰに従って、郡ﾚﾍﾞﾙの組合にお金を支払っている。 

Ngoma 郡：給水施設⑥Zaza 他。一つの給水施設が複

数のｾｸﾀｰに給水している。組合には電気代の負債が

あり、料金値上げを試みたが住民の反対で据え置き



現地状況写真３ 

Ngoma 郡：給水施設⑦Matongo。既存の給水施設の水

源。水利用組合が設立され、10Frw/20 ﾘｯﾄﾙ徴収され

ていたが、建設後 1年で使用不可となった。 

Ngoma 郡：給水施設⑦Matongo の水源とポンプ小屋。

1998 年の故障以降、そのまま放置されている。 

 

Ngoma 郡の事務所：2006 年 1 月の行政区分変更以前

は Kibungo 県の事務所であった。C/P の事務所もこ

の中にある。  

Ngoma 郡：給水施設⑯Murama ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟの建設･改修

ｻｲﾄ。水利用組合は無く、故障以降放置したままで、

住民は近くの沼地から水を得ている。 

 

PCM ワークショップ：10 月 30 日開催 

ワークショップの説明 
PCM ワークショップ：10 月 30 日開催 

問題分析の作業中 



現地状況写真４ 

Kirehe 郡の民家に設置してあるかまど。囲いを作

り、風の通り道を確保している。 

Kirehe 郡の民家に設置してあるトイレ。満タンにな

った時は埋めて、近くに掘りなおすとのこと。 

 

 

Kirehe 郡の民家に設置してあるトイレ（左の写真）

の内部。穴を掘った後に木を設置している。 

南部県 Gikongoro をベースに設置を進めている

ECOSAN Toilet。下部の扉から溜めた便を取り出して

乾燥させて肥料として利用する。 

 

南部県 Gikongoro の学校。ECOSAN Toilet を最近導

入した。学校側(生徒の家族)によるお金の負担が

ECOSAN Toilet 普及のﾈｯｸとなっているとのこと 

M/M 署名の様子 
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第１章 事前調査の概要 

 

１－１ 要請の背景 

ルワンダ国（以下「ル」国）における安全な水へのアクセスは、全国平均で 54％、農村

部で 44％となっており、サブサハラアフリカ平均（62％、54％）に比して低く、1 日 1 人

当たりの水の消費量も 8.15 リットルと極めて少ない。安全な水へのアクセス改善は、PRSP

においても MDG 達成のための重要優先課題として挙げられている。「ル」国政府は、こうし

た状況に鑑み、今後 15 年間の National Rural Water Supply and Sanitation Programme

を 2004 年に策定し、全国平均の数値を 2010 年までに 66％、2015 年までに 85％にすること

を目標としている。 

一方、「ル」国東部県南東部４郡（旧キブンゴ県主体）の給水率は 31％とさらに低く、再

定住化政策(イミドゥグドゥ)によって丘の尾根から中腹に形成されたコミュニティの住民

は急斜面を上り下りして水汲みせざるを得ない状況にある。水質も汚染されていることが

多く、コミュニティ内の衛生環境も極めて悪い。また、電力・水道事業体である ELECTROGAZ

社（民活公社）が管理していない給水施設については、地方分権化により郡・市レベルの

地方政府が中心となって運営・維持管理を行うこととなったが、十分に維持管理できてい

ない給水施設も多数存在する。 

このような背景のもと、我が国は、2005 年度初めにプログラム策定支援プロジェクト形

成調査を実施し、「東部県南部地方開発プログラム」を策定した。同プログラムフェーズ１

として専門家が派遣され、省・国レベルでの水・衛生事業実施能力の開発が行われている。

フェーズ２は技術協力（本件）と無償資金協力のコンポーネントとから成り、無償･技協の

有機的連携を図ることで相乗効果の高い協力を狙いとする。すなわち、無償資金協力「地

方給水計画」（2005 年度基本設計調査済、2006 年 12 月工期開始）にて４郡中 21 セクター

（郡の下の行政単位）（人口は 21 セクターで 16 万人）の給水施設建設･既存施設の改修（併

せてハンドポンプ付き深井戸給水施設 24、配管系給水施設 13 となる）を行い、郡・セクタ

ー及び水利用組合に対する維持管理体制構築に係る技術支援を行う一方、本件で無償対象

サイトから選定する数箇所のパイロット地区における郡～村落レベルでの水管理体制構築、

衛生環境改善を目的とした技術協力を実施するものである。 

 
１－２ 事前調査の目的 

本調査ではプロジェクト本体の実施に向け、先行するフェーズ 1 専門家等から情報を収

集する。また、協力内容の具体案を先方関係者と協議し、その結果を踏まえて PDM 案を策

定、ミニッツにて合意内容を確認する。 

対象地域で活動しているドナーとも協議を行い、進捗状況・役割分担を確認すると共に

我が国協力に対して理解を得る。 
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１－３ 調査団の構成 

 

No. Name Job title Occupation Period 

(Arr.–Dep.)

1 坂田 章吉 

Shokichi SAKATA Mr. 

総括  

Leader 

国際協力機構 

地球環境部第三グループ長 

Group Director, Group3,  

Global Environment Dept., 

JICA 

2006/10/25 

- 

2006/11/8 

2 清家 政信 

Masanobu KIYOKA Mr. 

コミュニティ開発 

Community Development

国際協力機構 

国際協力専門員 

Senior Adviser, JICA 

2006/10/25 

- 

2006/11/8 

3 

 

松崎 晃昌 

TerumasaMATSUZAKI Mr. 

協力企画 

Coordinator 

国際協力機構 

地球環境部第三グループ 

水資源第二チーム 

Water Resources Management 

Team2, Group3,  

Global Environment Dept., 

JICA 

2006/10/25 

- 

2006/11/8 

4 

 

山田 浩由 

Hiroyoshi YAMADA Mr. 

 

村落給水／衛生 

Water Supply and 

Hygiene 

株式会社地球システム科学 

Earth System Science Co., 

Ltd. 

2006/10/18 

- 

2006/11/8 

5 桑原 恒夫 

Tsuneo KUWAHARA Mr. 

評価分析／組織 

Evaluation and 

Analysis/ 

日技クラウン株式会社 

Nichigi Crown Inc. 

2006/10/18 

- 

2006/11/8 

6 西山 明美 

Akemi NISHIYAMA Ms. 

通訳 

Interpreter 

日本国際協力センター 

JICE 

2006/10/18 

- 

2006/11/8 
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１－４ 調査日程 

 

# M Sakata Kiyoka Matsuzaki Yamada Kuhawara Nishiyama Stay
1 Oct 17 Tue

5 Oct 21 Sat

6 Oct 22 Sun

7 Oct 23 Mon

8 Oct 24 Tue

13 Oct 29 Sun Kigali

15 Oct 31 Tue

17 Nov 2 Thu

20 Nov 5 Sun

23 Nov 8 Wed

24 Nov 9 Thu
25 Nov 10 Fri

Courtesy call to the Minister of MINITERE

Visit Kayonza
District(Improved
Cooking Stove)

Visit Ngoma
District(Moringa
Coorprative)

Same as Yamada Visit PNEAR Mr.Ir Bosco BAVAKURE

Confirmation of M/M with the Governer
of the Eastern Province and 4 Mayors

Visit Electrogaz and PEAMR

Confirmation of M/M with S.G
ofMINECOFFIN

Confirmation of M/M with S.G. of
MINITERE

Visit PNEAR Mr.James

Mon
Confirmation of M/M with MINITERE S.G. (Comfirmation on M/M)

28

16 Nov

21 Nov 6

14 Oct

Rwamagana

Rwamagana

1

JNB0655), SA162(JNB0915/KGL1305)

26 Thu

Discussion with Governer of the
Eastern Province

Visit District Offices(Rwamagana,Ngoma)

Visit Water Committee(Ngoma,Kayonza)

D
JL735(NRT1750/HKG2125), CX749(HKG2345

JNB0655), SA162(JNB0915/KGL1305)

Report to JICA Rwanda Office
ET806(KGL1640/ADD2010),ET608(ADD2340/

Visit Kabarondo Sector, President of Regie

Data Compilation

Observation of Grant Aid
Sites(Ngoma)&Discussion with water user

Visit Nyamirama Sector, President of Regie

Observation of Grant Aid
Sites(Kirehe)&Discussion with water user

Sat

Preparation for the meeting
Visit Eastern Province, Mr.Gasana

Charles,Exective Sec.

Visit Infrastructure officers of
Rwamagana&Kayonza District

Discussion with JICA Rwanda Office & Mr.
Kikuchi

Observation :Grant Aid Site (Kayonza, Ngoma)
Visit JOCVs

Wed

Visit District Offices(Rwamagana,Ngoma,Kirehe)
and Kirehe District Regie

Data Compilation

Sakata&Yamada:Observation of Grant Aid Site(Kirehe)
Others:Data Compilation, Preparation of PDM and PCM Workshop

PCM Workshop &Discussion with officers of Eastern Province and 4 Districts
Mon

Disucussion with Mr.Vincent, S.G. of
Ministry of Infrastructure

Nov 3 Fri

9 Oct 25 Wed

30

10 Oct

22 Nov 7 Tue

Observation of water supply facilities in
Kabarondo Sector

Observation of Ecosan Toilet Project Site by
MINITERE

Observation of Project Site of PNEAR in
Ngororero District(PHAST,HAMS)

Visit MINECOFFIN Mr.NICK

Kigali

Visit Governer of the Eastern Province & 3 Mayors of Districts

Rwamagana

Kibungo/K
igali

NRT0615)

Kigali

Disucussion with S.G.s of MINITERE&MINECOFIN
Visit PNEAR Mr.Inocent

Visit PNEAR Mr.YARAMBA Albert

Preparation of M/M & Project Documents
Preparation of M/M & Project Documents
Visit MINITERE Mr. JeanMarieViannei

BKK1230),JL718(BKK2230/

Kigali

Fri

3 Oct 19 Thu

2 Oct 18

Discussion with JICA Rwanda Office & Mr. Kikuchi

11 Oct 27

Discussion with Clinton Fund

JL735(NRT1750/HKG2125), CX749(HKG2345

4 Oct 20 Fri

Wed

Visit Eastern Province,Infrastructure officer

Courtesy call to MINITERE Secretary General Mr. NSANZUMUGANWA

Visit MINALOC Mr.Gilbert
Visit Executive Secretary of Eastern Prov.

Discussion with infra officer of the Eastern Province

Data Compilation at MINALOC
Observation :Grant Aid Site (Rwamagana,Kayonza)

Observation of Grant Aid Site(Rwamagana)

19 Nov 4 Sat

Oct12

18
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１-５ 調査概要 

現地調査の結果、故障したまま放置されている給水施設が多く、そのために、女性や子

供が遠くの水源から水を運搬しており、また、湖沼等の不衛生な水も飲料水に使用されて

いることが確認され、給水施設維持管理を主な活動内容とする本プロジェクトの妥当性が

確認された。 

現地調査の終了に際し、国土・環境・森林・水省(MINITRE)次官、財務・経済・企画省

(MINECOFIN)次官、東部郡次官、ルワマガナ郡長、カヨンザ郡長、ンゴマ郡長、キレヘ郡長

との間でミニッツに署名を行い、その後、MINITERE 大臣を表敬した。その際、大臣は次の

事項に言及した。 

 JICA 緒方理事長がルワンダを訪問し、迅速にプロジェクトを実施すること（無償

案件を進めること）を表明したことに対する謝辞。 

 2020 年に安全な水へのアクセス率を 100%とするルワンダ国の目標達成に寄与す

る本プロジェクト実施への謝辞。 

 本プロジェクト実施後に、他地域でも同様な無償・技プロの実施の希望。 

 C/P として、適切な人材を配置するものの、分権化の流れの影響で、MINITERE と

しては次官の他に水技術者協力する可能性があること。 

 本プロジェクトの成功のために、ルワンダは責任をもって必要事項を実施するこ

と。 

 JICA が実施する水分野以外の協力への謝辞。 

 

(1) 実施期間 

実施期間は 2007 年 3 月～2010 年 9 月とする。 

本プロジェクトでは、ほぼ並行して実施される無償資金協力（2007 年 2 月～2010 年 3

月の間に実施予定）により建設される給水施設の維持管理に関する協力が主体となる。

対象サイトは 4 郡に分散し、本プロジェクトによる活動は、各サイトで半年程度は必要

であり、無償資金協力終了間際に建設されるサイトも対象サイトに含まれることから、

プロジェクト終了時期は無償資金協力終了後半年後の 9月頃とする必要がある。 

 

(2) C/P 

C/P 機関 

① 国土・環境・森林・水・鉱山省（MINITERE） 

② 東部県 

③ 次の 4 郡 

・ ルワマガナ郡 

・ カヨンザ郡 

・ キレヘ郡 

・ ンゴマ郡 

また、本件の C/P は以下の通りとし、先方と合意を得た。 

プロジェクトダイレクター：MINITERE 次官 
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オルタネットプロジェクトダイレクター：東部県次官 

プロジェクトマネージャー：東部県開発プロジェクトコーディネーター 

テクニカル C/P：4 郡の郡土・近代化・環境・インフラユニット長及び保健・家族

推進・子供の権利保護ユニット長 

 

(3) JCC 

JCC のメンバーとしては以下の通りとし、先方と合意を得た。 

議長 

MINITERE 次官 

及び東部県次官 

ルワンダ側 

・ MINITERE 水・衛生技師 

・ 東部県開発プロジェクトコーディネーター 

・ ルワマガナ郡長 

・ カヨンザ郡長 

・ ンゴマ郡長 

・ キレヘ郡長 

日本側 

・ JICA 事務所代表者 

・ 専門家チーム 

 

(4) プロジェクトの構成 

上位目標：対象 4 郡の住民が衛生的に生活するための給水施設維持管理体制が確立す

る 

案件目標：プロジェクトサイト住民が衛生的に生活するための給水施設維持管理体制

が確立する 

成果： 

a. 郡・セクターによるプロジェクトサイトの水利用組合支援体制が強化される。 

b. プロジェクトサイトにおいて水利用組合の活動が強化される。 

c. 郡・セクター及び水利用組合によるプロジェクトサイト住民への衛生に関する

啓発および衛生教育が強化される。 

日本側投入： 

専門家派遣 

・ チーフアドバイザー/キャパシティビルディング 

・ 給水施設 

・ 衛生教育 

 

チーフアドバイザーの C/P は県の開発プロジェクトコーディネーターとし、彼の調整

の下、4 郡の関係ユニット（郡土・近代化・環境・インフラユニット及び保健・家族推進

及び児童権利保護ユニット）に対し技術移転を行う。給水・衛生の専門家はそれぞれ郡
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の同分野担当ユニット長（次項参照）を C/P とし、技術的な知識の場合には必要に応じ

てその下の担当官に移転を行う。 

ルワンダ側投入：C/P の配置、オフィスの整備 

 

（５）対処方針に照らした整理 

下表の通り。 

 
事項 対処方針 備考

プロジェクト本
体基本情報

プログラム：変更無し
和名：東部県南部地域水・衛生改善計画
英名：変更無し
略称：イミドゥグドゥプロジェクト（Imidugudu Project)
期間：2006年2月～2009年2月
C/P:M/Mのsignerの何れか及び水組合長から選定
支援体制：国内支援委員会（丸尾・清家専門員）

イミドゥグドゥは集住化政策・集住地の両方を指す。他の地域に
もあるので正式名としては好ましくない。
英名は長いので略称が必要と思われる。
C/P候補は別添「JCC模式図」に示すとおりだが、現地の状況を勘
案して慎重かつ柔軟に選定すべきである。

和名はインパクトがあることから変更無しとした。
英名は文法上の修正（South→Southern）のみ。

実施期間、C/Pは別頁を参照。

受益者
対象地域イミドゥグドゥ住民
21セクター×5イミドゥ＝100イミドゥグドゥ程度

人口約70万人

妥当性

上水道分野は、国家長期計画であるVision 2020、PRSPで重要課
題に位置づけられ、それを受けて省の分野別戦略文書にも開発目
標が掲げられている。また、旧キブンゴ県の開発計画でも最重要
分野とされている。農村社会調査結果からも住民のニーズの高さ
が明確に示されている。

ルワンダ側政策、日本側ODA戦略共に水と衛生について言及。
多数のドナーにより給水施設建設は見られるも維持管理の不
備により消耗が早く、体制整備が必要

有効性

現状に不明確な点があるため、プロジェクトによる正確な活動を
計画することは困難。しかし、国内他地区の成功事例(ADIGM水組
合)やセネガルの技プロの成果･教訓などを生かし、目標達成は可
能と予想される。また、無償による施設整備･ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの実施
も促進要因としては大きい。

既存の体制を強化することで目標に繋がる構成。ただし状況
の変化が早く流動的であるため外部条件として記載。

効率性
本件は機材を余り要しないため費用は少ない。投入は小規模で、
十分な効果が見込める。成功事例の活用も効率性向上に寄与する
ものと予想される。

無償案件や、他県の成功事例を活用できるため効率的。ただ
し、地方行政府職員が少なく移動手段が無い事が課題

インパクト
水汲み労働の軽減、衛生状況の向上による時間的・経済的恩恵が
あると思われる。

東部県の強いリーダーシップによる波及、水汲み時間の短縮
や水系疾患の減少が見込まれる

自立発展性

プロジェクトによる経験を他地域へ水平展開できるため、高いと
思われる。ただし、地方行政改革や地方給水・衛生公社設立の進
捗は、今後の持続性に大きな影響を与えるため、状況の把握が必
要である。

維持管理主体については未定の部分も多く流動的であるが、
郡にも技術移転を行う事で維持支援体制は継続される見通し

行政機関 特に地方分権化の予定と業務分掌に留意して確認を行う。 地方行政改革や地方給水・衛生公社設立の進捗は、今後の持
続性に大きな影響を与えるため、状況の把握が必要である。

行政機関の業務
分掌

MINITEREは政策官庁として機能する予定。
県は省と郡の繋ぎを果たし、郡が実際に活動する。セクターには
インフラ担当官がいないが、契約関係にある水技術者（カニャミ
ゲジ）がいる。
Electrogazは都市給水を担当しており、本件には無関係な模様。

MINITEREは政策官庁である。県には予算は無いが東部県の権
勢は強い。郡以下については郡の一部として機能している。
また、セクター以下は水・衛生の専任職員はいないものの、
インフラ担当等が兼務している

プロジェクト拠点
ルワマガナーキガリ間は一時間程度のため、拠点をどちらにする
べきかを調査。

MINITEREが政策官庁であることから日常的な関与は薄く、ルワマ
ガナが適している

専門家生活環境
ベースライン調査・現地踏査の結果を参考とすると共に、本調査
においても踏査の機会がある。

特に不自由は見受けられないが、ルワマガナでは通信環境はあま
り良くない

M/M

①言語は英語で可能と確認。
②日本側は坂田団長署名。
③先方の援助窓口機関は不要と確認。
　先方signerは通常公文書にサインをするMINITERE事務局長と郡
を統括する（が権限は少ない）東部県知事とし、締結の席に４郡
長を同席させる。必要に応じてwitnessとして署名。
④特権免除について現地確認

サイナーはMINITERE次官、東部県次官、4郡長に加え、
MINICOFINの次官も含め日本側は坂田団長とした。

PCMワーク
ショップ

問題の把握と主体者意識情勢を狙う。県・郡の担当官を対象とす
る。

2郡及び県と無償対象セクター関係者の参加があり、本件の妥
当性が確認された

現地実施体制
JCCを立上げ(関係機関は別添資料参照)。 関係者によるJCCを立上げ、今後更に広い範囲を対象とした

PSCも検討する

他ドナーの動
向・連携

AfDB資金のPNEARプロジェクト（地方給水・衛生啓発）
世銀資金のPGNREプロジェクト（水資源）
クリントン財団のルウィンクワヴセクター給水衛生
EUの旧キブンゴ県地方分権化支援
IDAのMINITERE支援（水資源管理合理化）

PNEARは国家プログラムであり、水セクターのドナーコーディネー
ションを行っている。その前身とも言うべきPEAMRは給水施設維持
管理の民営化を進めている。EU案件は既に終了している。クリント
ン財団は小規模ながらルインカブセクターで病院・給水施設を運営
している。

水組合の設立・
活動状況、潜在
能力

各地域に存在・機能しているか。現在の具体的な活動内容と無償
案件実施後の活動内容。水関係以外の活動実施可能性。行政との
関係を調査。
②　両者の実態を比較して、問題点を抽出。
③　国、県の現状を調査。
④　既存の施設の修理体制について調査。

基本的には郡レベル、セクターレベル、給水ポイント毎の3段階に
分けられる（給水ポイント毎の物はWUGと呼称されRegieではない）
が、セクターを跨るような大型給水施設に対しては、その施設を管
理するRegieが設置される。給水施設の所持者はMINITEREとなる。
水利用組合の中で採算が取れているものは修繕費用を積み立て
ているが、赤字の組合も多い。  

 

 第 5 章  表 5-5 

MINECOFIN

－ 
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１－６ プロジェクト実施に当たっての留意事項 

（１）地方分権化の流れ 

ルワンダ共和国の社会経済環境を一言で特徴づけると「Rwanda in Transition」、す

なわち現在も内戦以降の過渡期にあるということである。行政各部門の組織・構造も地

方分権が進められる中できわめて流動的である。現在の地方分権化の構成は 2001 年に開

始され、12 県（含キガリ市）、106 郡、1,545 セクター、9,165 セルという地方行政体制

が確立された。しかしながら、本年 1 月にはこの体制が５県（含キガリ市）、30 郡、416

セクター、2,148 セルに改変され、中央政府と地方行政各レベルとの関係性、県と下位行

政との関係性といった構造機能的な性格は流動的である。中央の各省庁は職員数を一律

25 人に限定され、政策官庁として特化された。県は予算を地方自治・共同体開発・社会

事業省（MINALOC）から交付され、省と県との中継及び郡を跨るプロジェクトのコーディ

ネーションを行う。当初県は 2 年で廃止される予定であったが、見直しの結果、中央－

郡の直接統治体制が確立するまでは存続する由である。郡は事業の実施主体となり、毎

年予算を含んだアニュアルアクションプランを財務・経済計画省（MINECOFIN）に直接提

出し、次年度の予算を確保する。同時に、郡長は大統領とパフォーマンスベースドコン

トラクトを締結し、次年度においてその遂行が求められる。郡の予算の流れについては

添付資料内の MINECOFIN との議事録参照。 

こういった流れの中で継続して重視されているのは、郡を国家体制の中核に据えると

いう方向性である。県はあくまで中央政府の出先機関であり、セクターは郡の支所的な

存在であると考えてよい。こういった流動的な環境が JICA 事業に与える影響及び留意点

を以下に示す。 

 

・ ルワンダ国は上記の様な流動的な環境にあることから、支援を実施するに際して

は試行錯誤が避けられないこと、また、フルタイムのカウンター・パート配置が

困難なことを所与の条件とせざるを得ない事業環境を念頭におくことが、必要と

考えられる。ルワンダ国が流動的な環境にあることは、PDM に示す外部条件が変動

する可能性が高いことを意味し、外部条件の変動を確実に把え対応することが必

要となる。 

 

・ ルワンダ国では来年度（2007 年度）の予算編成が、新体制での初めての編成作業

となる。具体的には CDF が従来のプロジェクト・ファイナンス型からバジェット・

サポート型に転換したこと、各郡の首長には大統領に年度毎の「公約」の提出が

義務付けられたこと（performance-based contract）、この公約をもとにした郡の

年次活動計画の策定が求められること、この計画が予算編成の基礎となることな

ど、予算編成制度に大きな変更が加えられている。JICA のプロジェクトの計画作

成に当たっては、ルワンダの新体制での予算制度や予算編成作業に留意を要する。 

 

・ 2007 年 1 月の地方行政体制の変更の際、新旧郡間で過去の行政情報の調整がなさ

れておらず、文書記録が散逸している模様である。ひとつのセクターが帰属する
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郡が新体制で変更になった場合には、本来であれば旧郡から新郡に対してそのセ

クターに関する行政情報が移管されなくてはならないが、こういった基本的な措

置がないがしろにされている。このため、新郡職員がその管轄する領域（セクタ

ー）に関する十分な情報を備えていない場合があるので、地方部でのプロジェク

ト活動に係る情報を収集する際には、多様な情報源を持つことが肝要である。 

 
（２）水道施設維持管理の民営化 

現在、ルワンダ全国に個人所有の物を除き 822 の給水施設がある。PNEAR と世銀との取

決めにより、今年度中に水道施設維持管理を行う水利用組合の 10％を民営化しなければ

世銀資金が打ち切られると言う制約もあり、現在 48 の水利用組合が民営化され、年末ま

でにこの目標は達成される予定である。ここで想定される民営化には 2 種類ある。ハン

ドポンプや保護水源等の単純な給水施設については、女性グループや学校教師等、コミ

ュニティの人間が経営を行うことを想定している。複数のタップを持ちディーゼル等も

使用する大規模な配管系施設や浄水を伴う施設の場合には外部の業者による経営を考え

ている。水利用組合に集められた水料金は郡に収められる。新規に構築された施設の場

合には、郡の費用でメータが設置され、経営者が自費で取り付ける場合にも郡へ納める

金額から差し引かれるため、経営開始に当たっての元手は不要とされる。現在は試行期

間のため、契約期間は短く最長でも 2 年間である。経営者は郡・水利用者代表と協議の

上で利用料金と郡に納める金額の比率を決めるため、極端な赤字・黒字に陥ることはな

い。所謂セミパブリックという形態と考えられるため、本件が利益を追求する民間企業

に対しての協力となるわけではない。以上のように、ルワンダにおける農村給水の民営

化については、やや強引な印象を受ける一方で対象地域社会の経済状況を調査し、組合

員の水料金支払い能力や支払い意思の分析を同時に進めながら実施していることから、

一挙に無差別的な民営化政策が導入されるとは考えにくい。このように、農村給水を取

り巻く環境も流動的である。 

この様な状況であることから、プロジェクト活動の方向性や内容の詳細を吟味する上

で、民営化の動向に関する情報収集を継続することが不可欠である。また、他ドナーの

同行や事業評価に関する情報収集と本件からの情報発信が重視されなくてはならない。 

 

[技プロ前半で確認すべき項目] 

a) 民営化の動き 

・ 世銀の指導により民営化を進めているものの、試行的段階であり、今後、民営化、

地方分権化の方針の変更がある可能性もあり、これらの動きの変化の有無 

b) 民間委託の内容 

・ 委託する維持管理業務内容（一部を委任する程度か、請負か） 

・ 受託する団体の性質（これまでの説明のとおり、住民主体のグループか完全な営

利企業か） 

c) 受託業者、水利用組合(Regie)の役員会の役割 

・ 委託する場合の水利用組合(Regie)の役割 

・ 委託する場合の郡の役割（委託の有無に関わり無く、水利用組合を指導するのか） 
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d) 既存の営利企業の受託 

・ 既存の営利企業が営利を目的として受託する場合、県、郡、水利用組合役員会の

受託企業への指導に関して協力を行うことには十分注意する必要があり、既存の

営利企業の受注動向について確認する必要がある。大規模な給水施設について既

存の営利企業が受注する可能性が高く、給水人口が２万人を超えるルワマガナ(ム

ウリレ、ムヤンガ、キガビロ)、ンゴマ(カレンボ、ザザ、キバレ、ムゲセラ)につ

いては特に留意する必要がある。 

 

（３）コミュニティ開発 

コミュニティ開発は収入向上に関する活動だけを意味するのではなく、地域社会の問

題解決能力、課題対処能力の向上と言う広い含意を持つ概念であり、以下、水組合、衛

生コンポーネントとコミュニティ開発、経済的能力向上プログラム、青年海外協力隊

（JOCV）との関係を述べる。 

 

１）水利用組合 

当初 PDM 案においては、本技術協力プロジェクト（以下、本件）の成果として「ｄ．

プロジェクトサイトにおいて、水利用組合主導のコミュニティ開発活動実施体制が整

備される」、またこれに関連する活動として、「ｄ－１．水組合による CDF 等を利用し

た小規模プロジェクト実施体制の検討及び試行」、「ｄ－２．水組合による伝統的互助

活動の振興・強化」が含まれていた（ｄ－２は活動というよりも活動のアプローチに

近い）。しかし今次調査を通して、既存の水組合の施設運営管理には総じて改善の余地

が大きく、行政の支援体制も十分とは言えないことが明らかになった。従って本件に

おいては、これら水組合（新設組合も含めて）の能力向上支援活動として、給水施設

の運営管理能力の向上と衛生面での啓発・教育活動の拡充を中心的な活動とすること

が妥当と判断された。換言すれば、本件においては、水組合として期待されている本

来的な機能に焦点を当てた協力を実施する必要性が確認された。 

 

２）衛生コンポーネントとコミュニティ開発 

本件では水利用組合の役員に地域社会に対する影響力を持つ人材（学校教員等）を

含めることによって、地域住民の(1)衛生意識の向上（教育・啓発）と(2)行動変容の

促進（普及）を進める考えであるが、人材の発掘や組合役員への任命の可否等につい

て不確定要因が残る。また、郡・レベルで実施されているアプローチや担当官の能力

については、まったく未知数である。このため、特に普及活動（たとえば改良かまど

や改良トイレの普及といった活動）について、あらかじめ明確な成果目標を設定する

のは適切ではないと考えられる。むしろ実施プロセスのなかで、水組合や人材の能力

に応じた活動方針や具体的内容が検討されるべき性格を持つものと考えられるため、

具体的な取り組みについてさらに検討を加える必要がある。 

 

上述した学校教師が水利用組合の衛生担当として組み込めるのであれば、そして普

及活動の効果的な展開（たとえば PTA を対象とする活動など）に JOCV が適切であると
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判断されれば、その教師の学校に隊員を派遣することも考えられる。一方、先にも述

べたように、この考え方には不確定要因があること、そして学校に派遣できる隊員は

基本的に教員として派遣されることから、現時点で学校を配属先とすることについて

決定するべきではない（JOCV との関係性については下記４）を参照）。 

 

３）経済的能力向上とプログラム 

収入向上事業を通じて寡婦や孤児などの社会的弱者や貧困層の経済的能力の向上を

図ることは、安定的な水利用を促進する意味からも重要である。他方、プロジェクト

対象地域には多くの住民が居住し、ルワンダに固有の現代史的経緯から、その社会構

造や組織的な能力には未知の部分が多いため、期間限定的なプロジェクト・アプロー

チによって具体的な成果を発現することは容易ではない。本件は「ルワンダ東部県南

部地域開発プログラム」を構成する事業のひとつであるが、経済的能力の向上に向け

た支援をこのプログラムの枠組みの中に位置づけ、地域社会に密着した地道な取り組

みが可能な JOCV による活動を進める事も考えられる（「地域資源」の観点から試行可

能な事業として、バナナ繊維や湿地に自生するパピルスの繊維を利用した手漉き紙製

作があろう。バナナは主要な食用作物として広く栽培されているが、その茎から繊維

を抽出して手漉き紙に加工することができる。同様の事業を隣国ウガンダで支援した

事例があるので、これの現況等を確認することによって、この実施可能性をより具体

的に検討することができるだろう。製作する紙の使用目的を明確にすること、学校等

をベースにして小規模な取り組みから開始することが重要であろう。JOCV の活動とし

て、こういった地域資源を活用する事業を小規模で実施し、これの面的展開が可能と

判断されれば郡の CDF 予算の活用、あるいは上記「３」で述べたような価値観から妥

当と判断されれば、本件技プロの衛生改善に係る地域活動支援の枠組み（収入向上→

水代金の支払い能力向上→安定的な水利用→衛生改善、収入向上→改良かまどやエコ

サン・トイレの設置→衛生改善という流れ）の中で、農村開発分野の短期専門家派遣

による実施支援の検討も必要である。 ）。 

 

４）JOCV との関係性 

JOCV 隊員は本件への投入としてではなく、プログラムの枠組みの中での投入として

の位置づけが適切である。 

 

本件の衛生改善に関係する活動として「衛生改善に関する地域活動支援の実施」を

JOCV による活動として位置づけるのが妥当とされる。また上記活動を実施する際には、

東部県ブゲセラ郡で実施中の「持続的農業・農村開発計画調査（2008 年 11 月まで）」

の成果を参考にすることによって、隊員の活動をより効果的に進めることができると

考えられる。 

JOCV 隊員の配属先については基本的に郡への派遣が妥当と考えられるが、経済的能

力の向上の場合には「計画・経済開発・雇用促進ユニット」が有望である（このユニ

ットは、農業・畜産担当、組合・中小企業促進担当、計画と統計担当からなる）。また、

衛生改善については、郡の「保健・家族・子供の権利保障ユニット」が考えられる。 
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第２章 調査対象地域の概要 

 

２－１ 自然状況 

２－１－１ 地形 

ルワンダ国は約 2.6 万 km2（四国の約 1.5 倍）の国土を持ち、南緯 1度から 3 度、東経 29

度から 30 度に位置している。北はウガンダ、西はコンゴ民主共和国、東はタンザニア、南

はブルンジに囲まれた内陸国である。全体として、北西端の火山帯に位置する最高峰のカ

リシンビ山（標高 4,507 m）から、東端部の国境を流下するアカゲラ川沿いの低地（標高

1,300 m 程度）の方向に下っている。しかし、通称「千の丘の国」と呼ばれるように、全般

に標高差 200 m 程度の丘陵地形で平坦地は少ない。 

その中でプロジェクトの対象地域は、東南端の比較的標高の低い地域に位置する面積約 3

千 km2の、旧キブンゴ県にあたる地域である。2006 年 1 月の全国的な行政界の変更により、

現在では東部県の 4 郡(ルワマガナ、カヨンザ、ンゴマ、キレヘ)により占められている。

南北方向の稜線が卓越しており、尾根部と谷部の標高差は 100～200 m 程度である。東端部

のアカゲラ国立公園内の数々の湖沼に加えて、ムハジ湖、ムゲセラ湖など多くの湖水が低

地に位置している。 

 

２－１－２ 気象 

ルワンダ国の気象タイプは、概ね

地形に応じて右図のように 4 つに

大別される。プロジェクト対象地域

は東南端（ピンクの部分）に位置す

るため、東部高温乾燥地帯に属する。

日平均気温は、山岳地帯を除き年間

を通じてほぼ 20℃程度で一定して

おり過ごし易い。 

右下の図は年間平均雨量を示し

たものである。全体としては西南部

の多雨地域から、東部の低地に移る

に従い雨量は減少していく。但し、

年間 2 回ずつの雨期(3～5 月、10～

12 月の 6 ヶ月)と乾期(6～9 月、1

～2月の6ヶ月)に区分されており、

6～9 月は特に雨量が少なく、雨期

の6ヶ月間に雨量の7割が集中する。

次頁にキブンゴとキガリの平均月

間降雨量図を示す。 

東部高温乾燥地帯

中央温暖地帯

山岳地帯

キブ湖周辺地帯

年間平均雨量

2,000 mm 以上

1,600 - 2,000 mm
1,200 - 1,600 mm

800 - 1,200 mm
800 mm 未満

1 月の風向

7 月の風向

出典：両図とも、Atlas du Rwandaより作成 

図 2-1 ルワンダの気象区分図及び等雨量図

等雨量図

気候区分
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出典：ルワンダ国地方給水計画基本設計調査報告書 

図 2-2 キブンゴ及びキガリの平均月間降雨量 

 
２－２ 社会経済状況 

２－２－１ ルワンダ国の概要1 

社会的にも経済的にも、1990 年以降の内戦、94 年の大虐殺により壊滅的な被害を受けた

ものの、その後の政治的安定、基幹産業である農業の安定回復、ドナーからの堅調な支援

等に支えられ、現在では混乱前の水準を上回り、安定した成長傾向にある。 

総人口は 9.0 百万人で、人口増加率は 1.7％（2005 年）、人口密度は約 340 人/km2であり

アフリカでも最も高いレベルにある。一人当たり GNI は＄230、2005 年の GDP 成長率は 5.0％

で安定的な経済成長を続けている。GDP の内訳は、農林漁業 42％、鉱工業 20％、サービス

業 38％（2005 年）で、近年その割合に大きな変化はない。特に農林漁業は労働人口の 9 割

を占め、コーヒー及び茶が輸出収入の 6 割を稼ぎ出している。しかし、未だに人口の 6 割

が貧困ライン以下の生活を余儀なくされている。 

言語は、母語であるキニャルワンダ語は誰でも使用でき、旧宗主国ベルギーの影響によ

りフランス語で教育を受けた国民も多い。しかし、一部の人々は 90 年代の混乱期に隣国の

ウガンダ、タンザニアに逃れ、そこで教育を受けたため英語を用いる。 

 

２－２－２ プロジェクト対象地域の概要 

プロジェクト対象地域の旧キブンゴ県は、2005 年末までは、10 郡、115 セクターで構成

されていたが、2006 年 1 月の行政界の変更により、4 郡、21 セクターで占められることと

なった。各郡の基礎統計は現在整理中で、まとまったデータはまだないため、ここでは概

ね旧キブンゴ県のデータを基に概説する。 

当該地域は、東部高温乾燥地帯のほとんどを占める東部県の南東端に位置する面積約 3

千 km2 の地域であり、東にタンザニア、南にブルンディと国境を接している。標高 1,900 m

程度の山頂から、標高 1,300 m 程度の地域東端を北流するアカゲラ川周辺の低地を有する

が、概ね標高 1,500 m 前後で、標高差 100～200 m 程度の丘陵地形に占められている。平均

                                                  
1 主要データソース：世銀 2005 年統計値 

月 Kibungo Kigali
1月 87 86
2月 88 71
3月 156 131
4月 155 124
5月 91 93
6月 11 25
7月 10 18
8月 18 34
9月 52 57
10月 84 108
11月 133 115
12月 85 77
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気温は年間を通じて 20℃程度と過ごし易く、年間平均雨量は 1,000 mm 弱で、2 回の雨期(3

～5 月、10～12 月)に集中している。 

人口は約 70 万人で、12％が都市部、87％が農村部に居住しており、世帯当たり人数は 4.4

人、非識字率は 39％である。キガリ周辺に続いて移入者が多い地域でもある。住民の約 90%

は基幹産業である農業に従事しており、主要な農作物はコーヒー、ソルガム、豆類、芋類、

バナナ、米等である。特に主要食糧作物（穀類、イモ類）の生産高は、全国 11 旧県中最大

である（2003 年）。政府の集団再定住化政策による整備率が 91％に達し、全国的にも最高

の割合となっているが、給水率は 31％と全国平均の 52％を大きく下回っている。その他、

ラジオ所有率こそ 41％だが、電話、コンピューター、自動車、バイク所有者はほぼ 0％と

全国平均並で、自転車所有率は全国平均の倍の 16％となっている2。 

 

２－３ 行政組織 

２－３－１ 行政組織の概要 

ルワンダの行政組織は以下のような構造・概況となっているが、2006 年 1 月の行政界の

変更（「２－３－２ 地方分権化」で詳述）以降、11 月の現地調査時点でも現場では相当の

混乱があり、空席の職位も多い。どのレベルにおいても職員数はごく少数で、職掌も幅広

いため、プロジェクトベースもしくは特別な目的ベースで人を雇い、事業を実施している

状況にある。アウトソーシングが極端に進んだ形で、職員は全体の管理・調整が主な業務

である。また、今後の組織改編の可能性も否定できず、流動的な状況が予想される。公用

車はほとんどないか、あっても実質的に利用は困難である。 

 

表 2-1 行政組織の構造・概況 

レベル 数 概況 

中央政府 1 

大統領制だが、首相も在籍。議会は上下 2院制。全部で 18 の省がある。

主な業務は国家戦略、政策、セクター戦略、国家基準、法律制度等の計

画・立案・策定、国家予算の編成、及びそれらのモニタリング評価。職

員数は全省とも 35 名程度。本プロジェクトの担当は、国土・環境・森林・

水・鉱山省（MINITERE）である。 

県 

(Province, Intara)注 1 
5 注 2 

首長は任命制による知事。中央政府の出先機関で、郡開発計画の取りま

とめ、国家政策の実施、地方政府のモニタリング・支援、複数の郡にま

たがるプロジェクトの管理等地方政府と中央政府との連絡調整が主業

務。職員は事務局長を筆頭に 12 名。長期的には郡、セクターの行政能力

が向上すれば廃止される予定である。本プロジェクトは東部県で実施。

郡 

(District, Akarere) 
30 

首長は選挙による郡長で、議会がある。郡長は大統領とパフォーマンス

ベーストコントラクトを結び、契約履行が求められる。地方分権下での

実質的な行政主体である。あらゆる開発業務の計画・予算措置・実施、

セクター開発計画の取りまとめ、セクターの支援等を行う。職員は事務

局長を筆頭に 45 名。本プロジェクト対象地域は 4郡。 

                                                  
2 以上の主要データソース：Census 2002 in Brief, National Census Service, 2004 
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セクター 

(Sector, Imirenge) 
416 

実質的には郡の出先機関で、首長はいないが、議会がある。職員は事務

局長を筆頭に 7 ポスト。行政サービス提供主体として、開発計画策定、

徴税、統計情報の収集・提供、コミュニティ開発事業実施等を行う。本

プロジェクト対象地域は 21 セクター。 

セル 

(Cell, Akagari) 
2,148 

原則としては地域の成人全員が議会注 3のメンバーで、政府から任命され

る事務局長と、選挙によるセルコーディネーターの 2 名により活動が行

われている。コミュニティーへの働きかけが主な業務である。 

注 1：カッコ内の 1つ目は英語、2つ目はキニャルワンダ語 

注 2：東西南北の各県とキガリ市 

注 3：セルレベルの議会以外は、議員は全て選挙で選ばれている。 

出典：主に、Making Decentralized Service Delivery Work, Republic of Rwanda, May 2006 

 
２－３－２ 地方分権化 

ルワンダ国政府は 2000 年 5 月に地方分権化戦略・政策を採択し、行政サービス向上の

ため地方分権を、３フェーズに分けて強力に進めている。第１フェーズ（2000～2003）を

キャパシティービルディング、第２フェーズ（2004～2008）を体制構築、第３フェーズ（特

に期限なし）をそれらの継続・改善としている。しかし、第１フェーズの地方分権化プロ

グラムの評価において、1) 各県政府の管理運営能力のバラつき、2) 県政府に特化した地

方分権化が先行し、郡・セクター強化が遅延している結果、住民の声が国家政策、地域政

策に十分に反映されない、3) セクターの役割・権限が明確でなく地方分権化を進めるうえ

で一貫性を欠いた、4) ドナーによるプロジェクトとの調和の欠如、5) 郡政府における財

政難、財政管理能力の不足、人的資源の不足、財政のモニタリング方法の欠如等の問題が

顕在化した。 

これを受けて 2004 年 3 月には、地方分権化実施 5 カ年計画（5 Year Decentralization 

Implementation Plan （2004～2008））を採択する一方、

自治体数を減らし、国全体として行政の合理化・効率

化を狙いとして、2005 年 12 月に成立した行政区分改

革法に従い、2006 年 1 月からセルレベルを除いた従来

の行政界が大幅に変更された（右表参照）。2 月 6 日～

3 月 2 日に地方選挙が行なわれ、新たな郡長が選出さ

れ、正式に新地方行政府が発足した。改編前後の地図

を次頁に示す。 

この改編により、地方政府の行政組織階層及び行政

界は中・長期的に維持されるものと予想されるが、中央政府も含め、組織体制は非常に流

動的で、今後も組織改編が行われる可能性は十分にある。 

 

表2-2 地方行政組織数の変化 

地方行政組織 
レベル 

改編前 改編後 

県注1 12 5

郡 106 30

セクター 1,545 416

セル 2,148 2,148

注1：改編前後ともキガリ市を含む
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Butare Gitarama
Bu.: Butare Gt.: Gitarama
Ma.: Maraba Ky.: Kayumbu
Mu.: Mugombwa Rh.: Ruhango
Ny.: Nyanza Kibungo
Sa.: Save Ku.: Kibungo

Byumba Mu.: Muhazi
By.: Byumba Rw.: Rwamagana
Kh/: Kinihira Kibuye

Changugu Ki.: Kibuye
Bk.: Bukunzi Kigali Ngali
Ga.: Gashonga Kb.: Kabuga
Cy.: Cyangugu Sr.: Shyrorongi
Ns.: Nyamasheke Ruhengeri

Gikangoro Bb.: Bukamba
Gi.: Gikongoro Bh.: Buhoma

Gisenyi Br.: Bugarura
Cn.: Cyanzarwe Bt.: Butaro
Gi.: Gisenyi Ce.: Cyeru
Nm.: Nyamyumba Ni.: Nyamugali
Ng.: Nyagisagara Nv.: Nyuratovu

Ru.: Ruhengeri

改編前 

旧キブンゴ県

改編後 

出典：ルワンダ統計局

出典：Wikipedia,    

   http://en.wikipedia.org/ 

図 2-3 改編前・後の行政界 
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２－３－３ プロジェクト関係行政組織 

（１）概要 

2006 年 1 月の行政界の変更で、プロジェクト対象

地域の地方行政組織は右表のように変更になった。 

「２－３－１ 行政組織の概要」で述べたように、

各レベルとも職員数が少数で、現行の体制では常勤

職員をフルタイムの C/P として配置するのは現実的

には極めて困難である。現地調査時は、アポイント

メント取得後の面会もままならない状況にあった。 

給水施設建設の予算については、新規事業費はプロジェクトベースであるものの、既

存施設の維持管理に関する予算は基本的にない。給水施設の維持管理の基本的な流れと

しては、建設事業は政府、ドナー、NGO 等が実施し、その後の維持管理は水利用組合が行

うことになっている。但し、2006 年からは当該業務の民営化が政府の政策として規定さ

れている（「第３章 村落給水に係る現状と課題」参照）。 

一部の例外としては、カヨンゾ郡では PDRCIU（「２－５ 他ドナーの動向」参照）に

より Water Technician を 1 名雇用し、水利用組合の育成・支援を行っている。 

 

（２）MINITERE （国土・環境・森林・水・鉱山省） 

組織：国の資源管理が主な役割である。統括大臣の下に 2 名の大臣（水・鉱山担当及び

土地・環境担当）、その下に事務局長がおり、その配下に財務、情報、計画の 3 つのユ

ニットがある。2006 年 10 月現在、省全体で 34 のポストがあり、6 ポストが空席である。

3 つのユニットのうち、省としての技術的な実務を担うのは、11 名の専門家が配置され

ている計画ユニットで、本プロジェクトの担当者は国家水資源政策担当官である（現在

は空席の衛生政策担当も兼務、図 2-4 下線部参照）。現在はアシスタント 3 名を雇って、

水・衛生チームを形成している。実務を行うテクノクラートは、政府雇用職員ではなく

プロジェクト雇用で業務にあたっているが、職員代行として業務を引き継ぐこともしば

しばである。次官（Secretary General）が本プロジェクトのプロジェクトダイレクター

である。 

 

表 2-3 プロジェクト対象地域の 
地方行政組織数の変化 

地方行政組織 
レベル 

改編前 改編後 

県 キブンゴ県 東部県

郡 10 4

セクター 35 21
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図 2-4 MINITERE 組織図 

 

財政：2005 年度の MINITERE の開発予算は、自国資金（37%）および国外からの資金援助

（63%）から成り立っている。開発予算の内訳は、水・衛生事業関連が 86%と最も多く、

水・衛生の開発が最重要課題であることを裏付けている。下表に近年の予算を示す。 

 

表 2-4 MINITERE の予算 

 2003 2004 2005 2006 

経常予算 941 1,264 3,104 4,286

開発予算 22 706 2,431 11,859

合計 963 1,970 5,535 16,145

予算の伸び率（%） 205 281 292

単位：百万Frw、Frw 1.0 = \ 0.2 

出典：MINITERE, ルワンダ国地方給水計画基本設計調査報告書 

  
（３）東部県 

組織：省と郡の連絡調整・指導業務が主務である。県の組織図を以下に示す。総勢 12 名

とされており、知事の下に事務局長率いる行政事務局があり、7 つのポストが配置されて

いるのみである。ルワマガナに事務所がある。行政界変更後の県の基礎データは整理中

であり、まとまったものはない。本プロジェクトのカウンターパート（図 2-5 中下線部）

MINISTER

Secretary of State 
in charge of 

Water and Mines 

Secretary of State
in charge of Lands
and Environment

Secretary General

Finance and
Internal Resources 
Management Unit 

ICT Unit 
Planning, Policy and

Capacity Development
Unit 

- Director (vacant) + Secretary
Professionals for 
- Management and Administration Policy 
- National Water Resource Policy 
- Water Resource Management 
- Geology and Mineral Research Policy 
- Reforestation and Forest Protection Policy 
- Monitoring of International Environment Conventions 
- Natural Resource and Environmental Protection Policy (vacant) 
- Sanitation Policy (vacant) 
- Planning (vacant) 
- Statistics (vacant) 
- Jurist (vacant) Total : 34 posts (6 vacant) 

出典：MINITERE 菊池専門家 
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としては、事務局長（Executive Secretary）が副プロジェクトダイレクター、開発プロ

グラム調整官がプロジェクトマネージャーである。また、無償事業及び本プロジェクト

の技術面での担当者は、PDRCIU（「２－５ 他ドナーの動向」参照）のプロジェクト予

算により雇われているインフラ担当官である。プロジェクト対象地域は下線の４郡であ

る。 

図 2-5 東部県組織図 

 

財政：実質的な開発予算はなく、人件費と交通費のみ配分されている。 

設備：基礎的な事務所インフラ（電気、水道、電話、コンピューター、Fax 等）は概ねあ

るが、公用車両はない。現在、事務所は間借りだが、ルワマガナ郡庁舎敷地内に、東部

県・ルワマガナ郡兼用の庁舎を建設予定である。車両については、政府が職員にローン

を斡旋するが、支払いはあくまで個人で行い、公用の際には燃料代が支給される。 

 

（４）郡 

組織：地方分権化により行政サービス提供の主体となった。郡長の下、事務局長配下に 7

ユニットがあり、全体で 45 人とされている。郡長は大統領との間でパフォーマンスベー

ストコントラクトを結ぶが、パフォーマンスが悪い場合は郡議会により罷免されること

もある。現地調査段階では欠員も多く、2007 年度からの職員の全面配置が期待される。

本プロジェクトのカウンターパートは、給水施設維持管理面では「土地・都市・住環境

及びインフラユニット」のダイレクター及び都市･住環境･インフラ担当で、衛生改善の

面では「保健衛生・ジェンダー・家族計画及び子供の権利保護ユニット」のダイレクタ

ー及び「保健及び公衆衛生」担当である（図 2-6 下線部参照）。各郡の実務担当者名、

連絡先及びプロジェクト事務所利用の可能性等については、付属資料５参照。 

 

Cabinet of 
Governor 

Coordination 
Committee of 

Province 
Security 

Committee 

Executive Secretary 
 
- Public Relations and Communication 
- Budget and Human Resource Development 
- ICT 
- Account 
- Coordination of District Development Programs
- Coordination of Governance and Social Affairs
- Coordination of Specific Programs 

Districts
- Rwamagana 
- Kayonza 
- Ngoma 
- Kirehe 
- Nyagatare 
- Gatsibo 
- Bugesera

出典：東部県 
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District Council

Executive Secretary

Tax Collection Unit 
- Director 
- Tax Receiver 
- Tax Verificator 

Land, Urbanism, Habitat and 
Infrastructure Unit 
- Director 
- Urbanism, Habitat and 

Infrastructure 
- Environment and Natural 

Resources 

Mayor 

Vice Mayor 
- Social Affairs 

Vice Mayor
- Finance & 

Economic Dev. Human Resources & Administration Unit 
- Director 
- Provisioning 
- Human Resource Development 
- Account

Planning, Economic 
Development and 
Employment Promotion Unit 
- Director 
- Agriculture and Livestock 
- Promotion of Cooperatives, 

PME and Employment 
- Planning and Statistics 

Health, Family Promotion 
and Protection of Children 
Right Unit 
- Director 
- Health and Public Hygiene 
- Family Promotion and 

Protection of Children 
Right 

Education, Youth, Sports 
and Culture Unit 
- Director 
- Preschool, Primary and 

Secondary Education 
- Youth and Vocational 

Training 

Administration and Good 
Governance Unit 
- Director 
- Good Governance and 

Specific Program 
Coordination 

- FARG and Vulnerable 
Groups

 
 出典：MINITERE 菊池専門家 

図 2-6 郡組織図 

 
各郡の給水施設維持管理についての支援体制・内容を下表に示す。 

 
表 2-5 各郡の給水施設維持管理の支援内容 

 郡政府 支援内容 

1 ルワマガナ 

District Committee (District Level の水利用組合)が四半期毎の報告書を
郡政府に提出している。徴収された水料金は Sector Committee に保管され
ているが、修理が必要な時は District Committee を通して郡政府に申請し、
郡政府が承認した後に資金の使用が認められる。また、水利用組合の能力
を超える修理については郡政府が支援することもある。ダイレクター、担
当者とも着任間もないため、上記支援は財務担当の副郡長が行っている。

2 カヨンザ 

PDRCIU の対象地区であり、給水施設建設事業とともに、Water Technician
を 1 名雇用し、水利用組合の育成・支援を行っている。それ以外はこれま
で特別なサポートは行っていなかったが、今後は経営がうまくいっていな
い水利用組合を支援していく予定。また、現時点においては District 
Committee が設立されていないため、その設立を支援する計画である（トレ
ーニングや他の成功例の視察など）。 

3 ンゴマ 

水利用組合の運営がうまく行われているかモニタリングしている（水利用
組合から郡に報告書を提出）。水利用組合のキャパシティーを超える修理に
ついては、郡が組合の経営内容等を確認して、運営が適正であったにもか
かわらず修理せざるを得ない場合には郡が修理を行う。資金は、郡の予算
に含まれている。 

4 キレヘ 
郡敷地内に水利用組合の事務所を設けており、組合の定款の見直しについ
ての承認も行う。その他、技術的サポートを実施しているが、運営面（資
金の管理等）のサポートは行っていない。 
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郡によって水利用組合への関わり方は異なっているが、基本的には何らかの形でサポ

ートを行っている。本プロジェクトの初期調査時点において、各郡の詳細な維持管理体

制を把握したうえで、郡の予算編成を含めた包括的な維持管理体制の強化を行うことが

望まれる。 

財政：現行の郡ごとの実績はまだないが、2007 年度の計画予算編成プロセスについては、

「２－３－４ 予算制度と流れ」参照。給水施設の維持管理については、プロジェクト

予算以外の恒常的な予算はない。 

設備：基礎的な事務所インフラ（電気、水道、電話、コンピューター、Fax 等）は概ねそ

ろっている模様である。 

 

（５）セクター 

組織：郡の一段下の行政組織で、郡同様地方分権化の中で、行政サービス提供の主体と

して強化される計画で、郡開発計画の元になるセクター開発計画を作成する責務もある

ものの、事務局長の下、衛生・社会担当、農業・天然資源担当及び戸籍・申請担当の 3

ポストが配置されているのみである。 

 出典：MINITERE 菊池専門家 

図 2-7 セクター組織図 

 

財政：正確なデータはないが、わずかな経常経費が郡から支給されるのみで、給水事業

に関連する予算は、新規事業のための開発予算を除くと基本的にはない。 

設備：基礎的な事務所インフラ（電気、水道、電話、コンピューター、Fax 等）及び事務

所そのものも多くの地区で未整備の状態である。 

 

２－３－４ 予算制度と流れ 

ここでは、行政サービスの主体であり、本プロジェクトの現場レベルでのカウンターパ

ートである郡政府予算について説明する。2006 年 1 月の行政界の改編以降、これまでの実

績はなく、2007 年度予算が郡自らが作成した最初の予算であるため、現地調査時点では予

算制度、流れ、金額等について、十分明らかにできたとはいえないものの、以下に聞取り

に基づいた概要を述べる。 

 

Sector Council

Executive Secretary

- Health and Social Affairs
- Agriculture, Livestock and Natural Resources 
- Civil State and People’s Request 
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（１）予算の構造 

郡政府予算は、5 ヵ年の郡開発計画が基礎となり、これに基づいて 3ヵ年の中期予算計

画が作成され、そこから毎年の見直し、変更をしながら年間予算計画が切り出されるこ

とになっている。しかし、行政界の改編直後である 2006 年は、年間予算計画の作成→中

期予算計画の作成と逆の手順で進んでおり、現地調査実施時点では郡開発計画の作成に

は至っていなかった。年間予算計画書には、セクター毎に事業名、資金源、事業金額、

資金手当状況が記載されている。 

予算の中身については、郡独自の歳入と国からの分配予算とで構成され、分配予算に

は、大別してブロック予算とイヤマーク予算の 2 種類がある。前者はシーリング内で郡

の裁量により使途を選べる交付金的性質のものである。後者は灌漑等、あらかじめ規定

された分野毎に支給されるもので補助金的性質のものと言える。以上を整理すると下図

のようになる。 

図 2-8 予算の構造 

 
このうち、ブロック予算については、各項目の説明は下表のとおりだが、本プロジェ

クトの対象 4 郡は 3 つのファンド全体の 22%（33 億 Frw、各郡 8 億 Frw 程度）を占めてい

る（残りは 26 郡にて分配）。各ファンドの金額は、郡の人口、貧困度、面積、歳入増加

割合、予算不足割合の５つの指数（重みは 2:2:1:1:4）による計算式で決まる。 

 

表 2-6 ブロック予算の項目 

項目 内容 

LBSF Local Budget Support Fundの略称で、職員の給与に充てられる。 

CDF Community Development Fundの略称で、開発プロジェクトに充てられる。詳細は「(３) CDF」参照。

FARG 英語の略称ではないが英訳するとFund for Genocide Survivors。リハビリや教育等、弱者救済に

使われる資金で、社会保障的な性格が強い。 

 

イヤマーク予算については、全分野についてのデータは入手できなかったものの、プ

ロジェクト関連の MINITERE の水分野の予算は、対象 4 郡だけで国全体の 32%を占めてお

り、政府の当該地域の水分野への関心の高さが伺われる。 

 

郡政府予算 

歳入 

国からの分配予算 ブロック予算

イヤマーク予算

- LBSF 

- CDF 

- FARG 

- 各省庁等 



22 

（２）予算化の流れ 

年間の予算編成の流れを示すと下図のようになる。まず、セクターが実質的には事業

リストにあたる開発計画を郡に提出する。但し、セクターレベルでは事業計画策定能力

が不十分なため、リストを受領した郡は、それらの取りまとめ、審査、予算計画策定を

進めるとともに、事業実施のための資金ソースを探す。プランナーズミーティング（各

省庁、郡の関係者が集まって行う予算計画策定のための会議）はその一環として開催さ

れるものである。その後、郡議会で予算案が承認され、県経由で MINALOC に提出される。

MINECOFIN は MINALOC を含む全省庁からの予算を取りまとめ、国の予算案を作成する。そ

の後、国会での予算審議を経て 12 月に予算成立、翌年 1月から予算が執行されるという

流れである。 

 

月 国の対応 郡の対応 

1   

～   

5   

6   

 

7 

 

  

 

8 

 

  

 

9 

 

  

 

10 

 

  

 

11 

 

  

 

12 

 

  

図 2-9 予算編成の流れ 

 
（３）CDF 

CDF は、本プロジェクトでも活用が可能な小規模プロジェクト支援制度として当初期待

されたが、2006 年から予算支援に移行したため、本プロジェクト中でコミュニティー開

プランナーズミーティング 

（8月、来年度以降は 5月） 

予算案作成 

（MINECOFIN, 10 月末） 

パフォーマンスコントラクト締結 

（郡長） 

議会承認（9月） 

各セクターが事業リストを郡に提出 

・年間予算計画作成 

セクターリストの審査、予算計画 

・資金ソースの検討（7月開始） 

議会承認、予算成立（12 月） 

県経由で MINALOC に予算案提出 

MINALOC 受領 

予算執行 

予算審議 

予算審議 

ドラフト作成 
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発のための活用は困難なことが明らかとなった。しかし、開発事業実施のためには欠か

せない重要な制度であるため、以下にその概要について述べる。 

CDF は地方分権、貧困削減の促進のため、地方自治体（郡、セクター）の開発事業向け

の MINALOC （地方行政・情報・社会事業省）所管の基金として 2002 年に設立された。国

家歳入の 10％以上が拠出されることになっている。当初はプロジェクト支援であったが、

2006 年から予算支援に全面的に移行した。郡は郡開発計画、中期予算計画及び年間予算

計画に沿って優先プロジェクトを形成・選択し、CDF 事務局に提出する。配分の流れは下

図の通り。 

 

事業計画分析及び評価 

 

MINALOC 評議会への事業計画書提出・認可申請 

 

開発資金調達に係る協定書の起草・調印 

 

CDF 開発資金の事業申請自治体への振込み 

 

事業及び開発資金使途に係るモニタリング 

出典：東部県ブゲセラ郡持続的農業・農村開発計画調査ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾚﾎﾟｰﾄ(1)（和文要約）平成 18 年 9月 

図 2-10 CDF 事業実施の手順 

 

事業の優先項目としては、所得向上基盤整

備、インフラ整備、エネルギー整備、飲料水、

環境保全、観光振興、情報通信整備等があり、

評価基準に従って CDF 事務局が分析評価を行

った後、所定の手続きを踏む。分野ごとの 2005

年に承認されたプロジェクトは右表の通り。 

 

問題点としては、自治体による計画提出の遅

れ、不適切な事業管理等及び請負者による契約

不履行や実施の遅れなど双方の能力不足が挙

げられている。2003～2005 年の 3 年分の全国の実績を見ると、承認されたプロジェクト

の総額 117 億 Frw に対し、実際に支払いが履行された金額は 48 億 Frw と 41％に留まって

いる。 

なお、郡の年間予算計画は事業ごとに資金源を特定しているが、CDF も特定の事業の資

金源として申請される。CDF はブロック予算であり、計算式により自動的に配分される確

実な資金であることから、優先度の高いプロジェクトの事業費として見込まれている。

CDF による事業を変更する必要が生じた場合は、①郡議会の承認、②CDF 事務局に報告、

③事務局の承認というステップを経る必要がある。 

費目 件数 金額（MFrw） 割合(%)
所得向上基盤 42 1,832 26.1
インフラ 35 1,151 16.4
エネルギー 26 731 10.4
水供給 33 1,159 16.5
教育 16 349 5.0
環境 11 983 14.0
行政支援 38 764 10.9
衛生 1 31 0.4
調査 3 20 0.3
合計 205 7,020 100.0

出典：Rapport Annuel 2005, CDF

表2-7 2005年承認CDFプロジェクト（分野ごと）
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また、旧キブンゴ県にも 2002 年より CDF が供与されているが、上水道分野では 2003 年

には 5 プロジェクトに 104 百万 Frw、2004 年には 6 プロジェクトに 165 百万 Frw が供

与されており、1 プロジェクト当たりの平均額は概ね 20～30 百万 Frw となっている。 

 

２－４ ルワンダ国独自の習慣・伝統3 

ルワンダでは、その歴史の特殊性もあり、旧来または新規のユニークな習慣・伝統が維

持されている。以前から行われていたものもあるが、近年の地方分権・集団再定住化政策

が取られて以後、非常に活発に、また自主性の高い互助活動が行われている。集住化によ

って情報伝達が効率的になり、コミュニティー内の融和が進んできていること、地方分権

化で決定権が地域に移管されてきたことが、その大きな理由と考えられる。これらは PRSP

中でも貧困削減に対する強みとして取り上げられており、コミュニティー開発、住民参加

の際に活用が期待できる。以下に主な活動をあげる。 

 

（１）ウムガンダ（Umuganda） 

住民による公共のための共同奉仕作業のことで、政府主導のものと、コミュニティー

（セルレベル）主導のものがある。政府主導のものは毎月最終土曜日の午前中に実施さ

れ、コミュニティーレベルのものは週に 1 回 3 時間程度（それぞれのコミュニティーで

若干の差異あり）で、道路の修繕、土壌浸食防止、植樹等が行われている。また、作業

後、住民集会が行われるのが一般的で、セル内の課題を話し合う機会となっている。地

方分権化以前は、中央政府からの強制的な労働奉仕にも近かったが、現在、特にコミュ

ニティーレベルのウムガンダは、セル内の脆弱層の家の修理・トイレ建設の手伝い等も

行われ、何を対象にウムガンダを実施するかもコミュニティーレベルで決定している。 

 

（２）ウブデヘ（Ubudehe） 

伝統的には、近隣農家のグループによる相互扶助的集団作業を指すが、近年は賃金雇

用が取って代わっているのが実情である。一方、2001 年から EU、DFID が支援する、参加

型コミュニティー開発スキームにウブデヘの名称が用いられて注目を浴びている。旧ブ

タレ県で開始された当スキームは、MINAGRI 主導で現在では全国展開している。2006 年 9

月には第 2フェーズとして 80 億 Frw の拠出を EU が決定している。 

 

（３）ウムサンズ（Umusanzu） 

政府主導の、住民自身による公共目的の寄付。寄付金はセクターオフィスが管理し、

例えば集会所や学校の改修、アソシエーションの入会金等、セクター内で地域社会に役

立つ活動、資機材調達のために使用される。 

 

（４）イビミーナ（Ibimina） 

個人レベルのグループの中でメンバーが毎月お金を出し合い、一人が全額回収する、

                                                  
3 主要データソース：東部県ブゲセラ郡持続的農業・農村開発計画調査プログレスレポート平成 18年 9月、

キブンゴ県地方開発プログラム策定支援プロジェクト形成調査最終報告書平成 17 年 6月 
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日本でいえば無尽講、頼母子講のようなシステム。上記の３者が公益的であるのに対し、

イビミーナは個人的な要素が強い。 

 

（５）クグリザニャ（Kugurizanya） 

個人レベルで行われる互助活動で、お金、労務、物資などをお互いに貸借すること。

ウブデヘに近いが、労務費の支払いが困難な貧困層が活用している。 

 

（６）ニュンバクミ（Nyumbakumi） 

草の根レベルの住民の基本組織で、10 の家族から構成される。ジェノサイド直後に安

全を確保するために組織され、外部からの訪問者は代表者への報告義務があった。現在

その役割は薄れているが、ウムガンダ、選挙、その他コミュニティーレベルの活動に住

民を動員する際の基本単位でもある。しかし 2006 年の行政界の改編に伴い、ニュンバク

ミの役割は 50～100 家族からなるウムドゥグドゥ（イミドゥグドゥの単数形）に引き継

がれた。 

 

（７）ガチャチャ（Gacaca court） 

1994 年のジェノサイドについて未処理の件数が多いため、地域共同体で容疑者を裁く

ため、2002 年に制度化された裁判である。ガチャチャとは、もともと地域にあった、家

族内や世帯間のもめごとを解決するための慣習的な集会の名前に由来するが、本制度は

より西欧に近い司法制度である。2005 年 3 月から全国一斉に開始され、セル、セクター、

郡レベルで週 1 回実施されており、多くの住民が参加しているように見受けられた。 

 

２－５ 他ドナーの動向 

２－５－１ 国への援助状況 

国全体としては HIPC として世銀の構造調整、PRSP 戦略を遵守し、汚職対策にも力を入れ

ており、グッドガバナンスの模範国として世銀等ドナーからの評価は高い。このため外部

からの援助も堅調で、2004 年の国家歳入に占めるドナー支援の割合は 46％と、依然高い水

準を保っている。援助協調が進んでいるのも特徴で、ルワンダ政府は一般財政支援、セク

ター財政支援、プロジェクト型支援の順に優先順位をつけており、また、セクターごとに

リードドナー率いる DPCG（Development Partners Coordination Group）が形成されている。 

2 国間の経済協力については、2003 年実績によるとアメリカ（53 百万ドル）、イギリス（43

百万ドル）、オランダ（23 百万ドル）、旧宗主国のベルギー（21 百万ドル）、ドイツ（14 百

万ドル）の順となっている。国際機関の実績は CEC（Commission of the European Communities, 

54 百万ドル）、IDA（International Development Association, 27 百万ドル）、WFP（World 

Food Program, 7 百万ドル）、UNHCR（UN High Commission for Refugees, 5 百万ドル）、AfDB

（African Development Bank, 5 百万ドル）の順である4。 

 

                                                  
4 以上の主要データソース：ODA 国別データブック ルワンダ 2005 
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２－５－２ 他の関連プロジェクト 

（１）PNEAR 

仏語名：Programme National d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en 
Milieu Rural (PNEAR) 

英語名：Rural Water Supply and Sanitation Programme (RWSSP) 

一般的なプロジェクトとは異なり、全国の全ての水・衛生分野の開発をモニタリング・

調整するプログラムで、行政に近い役割を担っている。後述する PEAMR の結果を踏まえ

て、Vision 2020 の水・衛生分野での目標達成のために創設されたプログラムである。現

在は立ち上げフェーズ（Launching Phase、2005～2007 年、17 百万ドル）の段階で、AfDB

の資金援助を得て進められている。プログラム本体は、実施期間が 2005～2020 年の 16

年間で、総予算 925 百万ドル（有償、無償）が必要とされているが、全面的に予算確保

がなされているわけではない。この中には日本の無償事業のようなドナーのプロジェク

トも全て包括され、本プロジェクトの上位プログラムにもあたることとなる。 

プログラムの最終的な目標は、生活条件を向上させるとの観点のもと持続可能な飲料

水の供給と衛生サービスを地方のコミュニティーへ提供することとしている。具体的な

目的としては、以下の 3 点を挙げている。 

① 地方部における飲料水と衛生へのアクセスを向上すること 
② 水供給と衛生セクターをモニターする手法を国へ提供すること 
③ 地方給水と衛生のサービスの持続性を確実にするために能力を向上させること 
プログラムの実施体制として、最初に PCU（Programme Coordination Unit）を設立し、

十分な調査・準備段階を経て水・衛生公社（ANEPAR; National Rural Water and Sanitation 

Agency）が創設され、プログラム全体の実施・調整に当たっていくこととなっているが、

創設の具体的な見通しはまだ立っていない。 

PNEAR によると、本プロジェクトの対象地域では旧ルワマガナ郡において給水施設の建

設が予定されており、2004 年に AfDB とのローン合意も締結されているとのことである。

当該地域は日本の無償事業サイトの 1 つと重複しているが、担当者によると両者の区分

は可能とのことであった。 

 

（２）PEAMR 

仏語名：Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMR) 

英語名：Rural Water Supply and Sanitation Project (RWSSP) 

実施期間は 2000～2007 年で、世銀の援助による総予算 21 百万ドルのプロジェクトで

ある。地方部における給水・衛生サービスの向上をコミュニティー主体で実施すること

が目的で、主な内容は以下の 4 点である。 

① 水・衛生施設建設及び施設の運営維持管理の能力向上のためのコミュニティーへの資

金提供 

② 大規模給水システムのリハビリへの対応向上及び管理体制の確立 

③ 関係者（行政、プライベートセクター、NGO 等）のコミュニティー支援能力強化 

④ コミュニティー開発委員会への技術支援及びプロジェクト管理コスト支援 

2004 年には、既存水利用組合による給水施設管理体制の調査・分析が行われ、改善策
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として PPP（Public Private Partnership）が提唱されるに至った。PPP については、旧

ビュンバ県の 3 郡でパイロットとしてプライベートオペレーターに経営を委託し、成功

を収めたため、全国的に PPP を展開することとなった。世銀との取決めで、2006 年末ま

での既存システム全体の 10％の民営化が融資のコンディショナリティとなっている。現

在、全国 822 のシステムのうち 48 を民営化済みで、今年中に更に 30-35 の施設の委託契

約を予定しており、目標は達成できる見込みである。民営化前の市場調査も PEAMR で行

っている。 

 

（３）PDRCIU 

仏語名：Projet de développement des ressources communautaires et des 
infrastructures de l’Umutara (PDRCIU) 

英語名：Umutara Community Resource and Infrastructure Development Project (UCRIDP) 

実施期間は 2000～2011 年で、IFAD 及び OPEC の援助により、総予算 24 百万ドルで、旧

キブンゴ県に北接している旧ウムタラ県の一部（全 10 旧郡のうち東よりの 6 郡）を対象

地区としている。地域の貧困農家の生活向上を目的とした、コミュニティーベースのイ

ンフラ整備プロジェクトで、給水のみならず、道路等の基礎インフラの整備を実施して

いる。水分野では、井戸＋ハンドポンプによる給水施設及びため池の建設事業のほか、

Water Technician を各郡 1 名雇用し、水利用組合の育成・支援を行っているとのことで

ある。 

基本的には本プロジェクト対象地区は旧キブンゴ県であり、地域的な重複はないが、

カヨンザ郡が南北で両プロジェクトの対象地区となっており、給水施設維持管理上の整

合性を取ることが望ましい。 

 

（４）クリントン財団 

無償事業の 15 番、ルゥインカブセクターのハンドポンプ給水域内にあるルゥインカブ

病院のリハビリと、地域開発を目的として活動している（病院の支援自体は UNICEF、The 

Global Fund、Partners in Health と共同で行っている）。現在はアメリカ人駐在者 2 名、

ローカルスタッフ 1 名を中心に、3名の水技術者（内 2 名は灌漑担当）の配置及び農業開

発のため、10 名の農業専門家を各セルに配置している。また病院の水不足に対する給水

システム改修の検討（ローカルコンサルタントに発注、報告書がある）などを行ってい

る。 

本件との関連は、財団が既存給水パイプラインシステム（1988 年 Oxfam 築）のリハビ

リに加えて、病院の近くに 2 箇所の水源（井戸）の建設を計画していることである。当

該システムは無償事業では改修対象外となっているものの（詳細は不明だが可能性とし

ては、1.現況施設が概ね機能していること、2.病院が最大のユーザーであること、3.水

源があまり良くないこと、4.集落への給水としては井戸の方が効率が良いこと等があげ

られる）、無償事業のハンドポンプの給水地区が、既存システム給水地区の 2 割程度と

重複している。このため、双方の給水システムの役割分担を明確にし、水利用組合の育

成を包括的に実施する必要がある。財団としては水利用組合の育成支援を本プロジェク

トに期待している。 
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第３章 村落給水における現状と課題 

 

３－１ 国家政策における給水事業の位置づけ 

３－１－１ 上位計画 

（１）Vision 2020 

Vision 2020 はルワンダ国全ての国家開発計画の基盤となるものであり、2020 年まで

に中所得国へと成長することを視野にいれたルワンダ国の方向性および指標を示してい

る。ルワンダ国の発展は以下に示す 5 つの柱と 4 つの分野横断的な項目を基本とすると

している。 

 

5 つの柱 分野横断的項目 

1.Good Governance による効果的かつ能力の

ある国家 

2.人的資源の開発と知識をベースとした経済

3.インフラストラクチャーの開発 

4.競争的かつ創造的文化を有する起業家の成

長による民間が牽引する経済 

5.生産的高価値と市場志向型農業 

1.男女の平等 

2.環境保護 

3.ICT を含む、文化、科学、技術 

4.地域的および国際的融和 

 

給水は上記「3.インフラストラクチャーの開発」に含まれ、2000 年時点で 52％である

「安全な水へのアクセス」を、2010 年に 80％、2020 年には 100％を達成することを目的

としている。 

 

（２）貧困削減戦略文書（Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP） 

PRSP は 2002 年に策定され、ルワンダ国の貧困削減と経済成長の戦略を示しているもの

である。PRSP は今後十年間の国家計画策定、国家支出の方向性等における基礎となるも

のであり、また、コミュニティ、民間、ドナー等がルワンダ国民の貧困等を削減するた

めのパートナーシップを形成するためのフレームワークを示している。そして、実施状

況に合わせて 2 年ごとに改訂される。PRSP では、以下の 6 項目を優先事項として挙げて

いる。 

① 地方開発と農業改革 

② 人的資源開発 

③ 経済インフラ 

④ 統治 

⑤ 民間セクター開発 

⑥ 組織内のキャパシティー・ビルディング 

 

給水分野は「人的資源の開発と生活の質の向上」に含まれており、主な目的として、

①給水の向上と給水網の拡張、②コミュニティーによる給水管理の促進、③衛生サービ
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スへのアクセスの向上、④水・衛生分野の戦略策定、⑤中央および郡レベルのキャパシ

ティー・ビルディングの 5項目を挙げている。 

2004 年の PRSP の進捗報告によると、飲料水供給への投資は郡レベルにおいて優先度が

高い項目として認識されている。また、水・衛生分野の政策が策定され、地方部におけ

る安全な飲料水へのアクセスも 41％（2001 年）から 45.75％（2004 年）に増加したとさ

れている。 

 

（３）国家投資戦略（National Investment Strategy, NIS） 

Vision2020 では、ルワンダ国が中所得国になるためには、年間経済成長率(GDP)を 8～

9％に維持する必要があるとしている。国家投資戦略ではこの目標を達成するために、公

共・民間投資を適切な優先順位に従い効率的に実施することにより、国民が享受する利

益や効果を最大限に生かす国家計画である。国家投資戦略は、2002 年から 2006 年にかけ

ての初期成長期と 2007 年から 2010 年までの強化期の 2 期に分けられている。給水分野

は、道路、エネルギーなどの社会インフラと共に重要項目として含まれている。給水分

野では特に、民間セクターの給水事業への参画と、エンドユーザーが許容できる適切な

水料金体制を基盤とする給水事業への移行がテーマとして挙がっている。 

 

（４）経済発展･貧困削減戦略（Economic Development and Poverty Reduction Strategy, 

EDPRS） 

ルワンダ国政府は現在第 2次貧困削減戦略として「経済発展・貧困削減戦略(EDPRS)」

を策定している。この戦略は 2006 年に準備され、2007 年前半には最終版が完成する予定

である。能力が向上した国家のオーナーシップに従って、EDPRS は 5 年間をカバーする戦

略として合意され、包括的な発展のアジェンダと生産分野と社会分野の両方を横断した

進展を確実にするための必要性を代表するものである。EDPRS は、Vision2020 に比較し

てより効果を発揮するツールであり、かつより詳細な分野別戦略計画により支援される

ものである。また、PRSP で得られた教訓として、EDPRS においては、現実的な優先付け

を行うことと結果を重視した実施のフレームワークの構築に集中すべきであるとしてい

る。 

人的資源開発に含まれる水と衛生については、MININFRA と MINISANTE の協力のもと、

MINITERE を議長組織として、セクターワーキンググループを立ち上げて活動している。 

 

３－１－２ 給水関連政策 

（１）水・衛生政策（Sectorial Policy on Water and Sanitation） 

水・衛生政策は、1992 年に策定された後 1997 年および 2001 年の改訂を経て、2004 年

に資源を効率的に利用するためのガイドラインを設定した新政策として策定された。ま

た、この政策は地方分権化、参加型アプローチ、民営化そしてプログラムアプローチに

よる資金の手配等のルワンダ国の新しい方針とも整合性を有している。更に、全ての国

民が安全な水と衛生サービスを得ることを目的としている MDG と Vision2020 とも整合性

を持っていると共に、水資源管理と環境に関する地域的、国際的調整を通した義務も考
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慮されている。この政策は、水･衛生分野に関連する国内外の関係機関との協議の結果作

成されたものであり、2004 年 2 月の協議にて政策の内容が確定した。 

政策においては、MDG と Vision2020 の目標を達成するために、ルワンダ国政府は 15 年

間にわたる地方給水・衛生プログラム(PNEAR、National Program on Rural Water Supply 

and Sanitation) を策定した。このプログラムでは、現在地方部では 44％である安全な

水へのアクセスを、また、同じく 8％である衛生へのアクセスを 2010 年に 66％、2015 年

に 80％、そして 2020 年には 100％とすることを目標としている。プログラムにおけるア

プローチは、コミュニティの需要と政府により採択された地方分権化政策を基本として

おり、受益者の参画と地方分権化により出来た組織を通したインフラの運営を引導する

ものである。 

なお、このプログラムでは 16 年間で総額 US$ 925million（有償、無償）による資金が

必要とされている。現在(2006 年)は立ち上げフェーズ（Launching Phase）の実施段階で

あり、AfDB の資金を得て進められている。 

 

（２）保健分野戦略計画 2005-2009 (Health Sector Strategic Plan 2005-2009, HSSP) 

保健分野戦略計画 2005-2009 は、保健分野政策(Health Sector Policy)の実施を支援

することを目的として定められた計画であり、戦略的方向性について述べたものである。

計画においては「病気の管理における保健サービスの質と要求の向上」を達成するため

の項目として、飲料水へのアクセスを有する家庭の割合を 41％から 75％に増加させるこ

とを挙げている（第４章参照）。 

 

３－２ 給水事業関連法規 

現在ルワンダにおいては、全 12 編 106 条項よりなる水法（Water Law）が上院にて審議

中である。 

水法では、自然におけるバランスに配慮した水資源の保護と向上は、国、コミュニティ

ー、そして国民の義務であるとしている。そして、水資源の管理は、グローバルで継続性

を持つべきものであるとし、更に水資源の保護に関連する 5 つの事項を確実にするために

行うべきであるとしている。その 5 項目の一つとして、飲料水供給や保健・衛生などの異

なる水利用に対する水資源の平等な分配を挙げている。また、ルワンダ国家の国家政策は

国民への飲料水の供給を保証することを目的としているとし、国民への飲料水の供給は水

資源の分配においては重要な項目であるとしている。そして、家畜への水供給は水力発電

と共に優先順位は 2番であると示されている。 

また、水担当大臣の直属として国家水委員会（National Water Commission）を設立する

ことがうたわれている。国家水委員会は、水関連事項について助言することとしており、

水供給プロジェクト、計画、管理もその対象となっている。 

 

３－３ 対象地域の給水状況 

ルワンダ国農村部における安全な水へのアクセスは 44％といわれている。1 日一人当た

りの水消費量は 8.15 リットルとなっており、水と衛生政策にうたわれている給水原単位で
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ある 1日一人当たり 20 リットルの半分以下でしかない。一方、本プロジェクト対象地域に

おける給水率は「ルワンダ国地方給水計画基本設計調査報告書(2006 年 10 月、JICA)」によ

ると、旧キブンゴ県全体の 31％より低い 17％とされている。そして、無償資金協力事業の

実施により、2010 年には対象地域の給水人口が 16 万人となり、給水普及率は 64％に増加

することになる。 

本プロジェクトの実施に先立ち、各地域の特徴とその比較差異を導き出してパイロット

対象プロジェクト地域選定および協力実施前後の比較評価を行うための基礎資料とするこ

と、および村落レベルの活動のニーズを把握することを目的として、先に派遣された地方

給水事業実施能力強化計画短期専門家によりベースライン調査が実施されており、対象地

域における給水状況の把握が行われている。ベースライン調査対象地域は、以下のクライ

テリアに従って選定されている。 

① 現在、既存給水施設が無いまたは利用できないが、無償事業によって給水施設が

新設または改修される地域。 

② 新規給水エリアの中心に近く、ある程度の人口集積があり、技術協力プロジェク

トの実施により周辺地域への波及効果が期待される地域 

③ また、地理的な分散にも配慮し、各郡から平均 3つのイミドゥグドゥを選定した。 

 

以下にベースライン調査（ドラフト）により明らかとなった本プロジェクト対象地域の

給水状況について述べる。 

表 3-1 に住民が利用している水源タイプの分類結果を示す。村落/イミドゥグドゥによっ

て主水源のタイプの割合は異なるが、多くの村落において住民は沼地や保護されていない

浅井戸や湧水に水源を得ていることから（表中、「小計」の列を参照）、プロジェクト対象

地域における安全な水へのアクセス状況は低いことが伺える。そして残りの多くは「保護

されている湧水」を利用している。しかし、湧水は谷部に位置しており、その集水域とな

る湧水位置より標高が高い地域には住居が多く、また、地域によっては家畜の水飲み場が

隣接している湧水もあり、汚染されやすい状況にあることがわかる。無償資金協力事業に

先立ち実施された基本設計調査においても多くの湧水から大腸菌が検出されていることが

報告されていることから、保護されている湧水であっても全てが安全な水源ではないよう

である（なお、無償資金協力事業で建設される給水施設には塩素滅菌装置が設置されるこ

とになっている。）。 

 



33 

表 3-1 プロジェクト対象地域における飲料水用水源 

郡 Sector 
村落/ 

ｲﾐﾄﾞｩｸﾞﾄﾞｩ 

河川、沼

地、よど

み、池、湖

(%) 

浅井戸

(保護され

ていな

い)(%)

湧水 

（保護さ

れていな

い）(%)

小 計

(%) 

湧水 

（保護さ

れている）

(%) 

ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌ 

(%)ﾟ 

公共水栓
(%) 

Mwulire Rubiha 53.1 6.3 25.0 84.4 9.4 0.0 6.3

Mnyaga Birayi 34.4 12.5 15.6 62.5 37.5 0.0 0.0Rwamagana 

Kibagiro Rushangara 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 0.0 18.8

Kabarondo Rugazi 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Murama Mutumba 40.6 25.0 9.4 75.0 25.0 0.0 0.0

Rwinkwavu Rwinkwavu 96.9 0.0 0.0 96.9 0.0 3.1 0.0
Kayonza 

Rwinkwavu Busasamana 21.9 0.0 18.8 40.7 59.4 0.0 0.0

Kibungo Gasoro 0.0 3.7 66.7 70.4 29.6 0.0 0.0

Kibare Nyamabuye 21.9 18.8 15.6 56.3 40.6 0.0 3.1

Mutenderi Mutenderi 65.6 0.0 0.0 65.6 34.4 0.0 0.0
Ngoma 

Murama Kizenga 3.1 0.0 31.3 34.4 65.6 0.0 0.0

Mushikili Rugwiro 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Kigina Rwanteru 3.2 0.0 45.2 48.4 51.6 0.0 0.0

Gahara Rubimba I 6.3 3.1 21.9 31.3 68.8 0.0 0.0
Kirehe 

Gatore Rugari 0.0 0.0 9.4 9.4 84.4 6.3 0.0

  平 均 36.8 4.7 16.7 39.3 0.6 1.9

出典) ベースライン調査（ﾄﾞﾗﾌﾄ）、JICA, 2006 

表 3-2 に、雨季と乾季における家族単位の水の消費量を示す。雨季には対象地域の家族

の約 80％が 1 日 40 リットル未満の水を消費している。2002 年に実施されたセンサスによ

ると一家族の人数は 6人となっており、一人当たりの消費量は 6.7 ㍑/日となる。一方、乾

季になると1日40リットル未満の水を消費している家族の割合は50～60％に減少しており、

約85％の家族において1日60リットル未満の水を消費していることから乾季の方が水消費

量が多いことがわかる。 

 

表 3-2 プロジェクト対象地域における家族毎の水消費量（雨季と乾季） 

雨季（㍑/日/家族） 乾季（㍑/日/家族） 
郡 Sector 

村落/ 

ｲﾐﾄﾞｩｸﾞﾄﾞｩ 0-20 21-40 41-60 > 60 0-20 21-40 41-60 > 60

Mwulire Rubiha 25.0 43.8 21.9 9.4 18.8 34.4 12.5 34.4

Mnyaga Birayi 46.9 40.6 9.4 3.1 21.9 46.9 15.6 15.6Rwamagana 

Kibagiro Rushangara 56.3 34.4 6.3 3.1 21.9 40.6 28.1 9.4

Kabarondo Rugazi 43.8 25.0 28.1 3.1 15.6 28.1 37.5 18.8

Murama Mutumba 34.4 34.4 25.0 6.3 6.3 53.1 31.3 9.4

Rwinkwavu Rwinkwavu 31.3 46.9 21.9 0.0 9.4 43.8 34.4 12.5
Kayonza 

Rwinkwavu Busasamana 18.8 56.3 25.0 0.0 6.3 40.6 34.4 18.8

Kibungo Gasoro 62.5 15.6 15.6 6.3 28.1 43.8 18.8 9.4

Kibare Nyamabuye 50.0 28.1 21.9 0.0 31.3 28.1 28.1 12.5

Mutenderi Mutenderi 43.8 28.1 21.9 6.3 21.9 40.6 25.0 12.5
Ngoma 

Murama Kizenga 37.5 53.1 6.3 3.1 18.8 53.1 12.5 15.6

Mushikili Rugwiro 34.4 46.9 12.5 6.3 25.0 40.6 18.8 15.6

Kigina Rwanteru 37.5 25.0 25.0 12.5 18.8 34.4 28.1 18.8

Gahara Rubimba I 37.5 53.1 6.3 3.1 18.8 56.3 15.6 9.4
Kirehe 

Gatore Rugari 25.0 53.1 18.8 3.1 9.4 43.8 31.3 15.6

  平 均 39.0 39.0 17.7 4.4 18.1 41.9 24.8 15.2

出典) ベースライン調査（ﾄﾞﾗﾌﾄ）、JICA, 2006 
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３－４ 無償資金協力事業の概要 

本プロジェクトでは、無償資金協力事業である「ルワンダ国地方給水計画」対象サイト

の中から数箇所のパイロット地区を選定し、同地区において郡・セクターおよび村落レベ

ルでの衛生環境改善を考慮した給水施設の運営・維持管理体制とその支援体制の構築支援

を行う。以下に、パイロットサイトの選定対象となる無償資金協力事業の概要を示す。 

2004 年 6～7月に「ウムタラ県地方給水計画」および「東部及び中央地域地下水開発計画」

の予備調査が実施されたが、これらの要請においてはいくつかの課題があることが判明し

た。これらの課題に対応するためには、案件の熟度をより高める必要があり、かつ無償資

金協力と技術協力との一体的実施を考慮したプログラム化が不可欠であると判断され、

2005 年 4～5月に「キブンゴ県地方開発プログラム策定支援プロジェクト形成調査」が実施

された。その結果、ルワンダ国政府は、64 サイトにおける給水施設の整備（配管系給水施

設の新規、改修・拡張計 26 サイト、ハンドポンプ付深井戸給水施設の新規・改修計 38 サ

イト）、維持管理用資機材の調達、運営・維持管理能力の向上を対象として無償資金協力を

日本国政府に要請した。 

基本設計調査では、給水対象地区の選定及び給水計画に基づく選定の 2 段階にて協力対

象となる給水施設が選定されている。給水対象地区の選定においては、①深刻な飲料水問

題に直面している、②集住化が完了している、③他ドナーの計画と重複していない、④他

の財源による資金計画が現時点でない、⑤民間の水道会社による給水を受けておらず給水

される見込みもないことを選定条件としている。また、給水計画に基づく選定では、①持

続可能で安定的な水源量が確保できる、②水源の水質が基準を満たしている、③維持管理

費が安価である、④給水対象地区において給水普及率が十分確保でき、事業の効果が期待

できることを選定条件としている。 

その結果、表 3-3 に示す給水施設の建設（新規、改修・拡張）、表 3-4 に示す維持管理用

資機材の調達、そして、「運営・維持管理体制の基礎作り」との位置づけとしてのソフトコ

ンポーネント（地方行政改革後の行政の支援能力、既存水利用組合の成熟度、地域住民の

衛生意識の定着度に配慮し、最低限運営・維持管理を開始できるだけの素地を整える計画）

を実施する。なお、事業の第一期分(準備工事)は、2007 年１月から開始予定である。また、

事前調査実施時点においては、第一期の詳細設計調査が終了しており、表 3-3 はその結果

を反映している。また、事前調査において実施した各サイトにおける視察結果（サイト状

況と組合の状況の概要）を付属資料 8に添付した。 
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表 3-3 無償資金協力事業で実施する給水施設のタイプおよび施設数 

ハンドポンプ付深井戸 

給水施設 
配管系給水施設 組合 

深井戸 湧水 No. 郡 セクター 
給水 

人口 
新規 改修

水源

数

施設

数 新規 改修 新規 改修

水源

数 

施設

数 
数 

新規･

既存

実施

ﾌｪｰｽﾞ

1 ルワマガナ 
ﾑｳﾘﾚ,ﾑﾔﾝｶﾞ, 

ｷｶﾞﾋﾞﾛ 
20,060  1 1 1 1 新 I 

2 ﾑｶﾗﾝｹﾞ 9,639  1 1 1 1 既 I 

14 ｶﾊﾞﾛﾝﾄﾞ 922 2 0 2 2   1 新 I 

3 ﾙｲﾝｶﾌﾞ 6,632  1 1 1 1 既 I 

15 ﾙｲﾝｶﾌﾞ 3,313 8 1 9 9   1 新 I 

4 

カヨンザ 

ﾑﾗﾏ 9,132  1 1 1 1 新 III

5 ｷﾌﾞﾝｺﾞ 8,536  1 1 1 1 新 III

16 ﾑﾗﾏ 1 2,718 5 5 10 10   1 新 I 

6 
ｶﾚﾝﾎﾞ,ｻﾞｻﾞ, 

ｷﾊﾞﾚ,ﾑｹﾞｾﾗ 
22,421  1 1 2 1 1 既 III

7 

ンゴマ 

ﾑﾃﾝﾃﾞﾘ,ｶｿﾞ 8,361  1 1 1 1 既 III

8 ﾑｼｷﾘ 11,884  1 1 1 1 新 II

9 ｷﾚﾍ 12,000  1 1 2 1 1 既 II

10 ﾆｬﾑｶﾞﾘ 16,776  2 2 1 1 既 II

11 ｷｷﾞﾅ 10,082  1 1 2 1 1 既 II

12 ｶﾞﾊﾗ 13,244  1 1 1 1 新 III

13 

キレヘ 

ｶﾞﾄﾚ 4,948  1 1 1 1 新 II

合計 4 21 160,668 15 6 21 21 0 2 9 6 17 13 16   

出典）「ルワンダ共和国地方給水計画基本設計調査報告書、JICA,2006」を一部改訂して引用 

 

表 3-4 無償資金協力事業における調達機材の内容および数量 

資機材名称 形式 台数 

1.簡易水質試験機器 ハンディータイプ 4 台 

2.予備ポンプ 水中モーターポンプ 2 台 

3.一般機械整備･配管用工具 機械･配管等の日常的な維持管理に必要な工具 13 式 

出典）「ルワンダ共和国地方給水計画基本設計調査報告書、JICA,2006」 

 

３－５ 給水施設の運営・維持管理体制 

３－５－１ ルワンダ国における給水施設の運営･維持管理の経緯 

ルワンダにおける給水は、植民地時代以前は河川などの表流水を水源としていた。1952

年以降はベルギーが施設の建設を開始した。独立の 2 年後の 1964 年には

AIDR(International Association for Rural Development)と施設の管理に関する協定を結

び給水システムの整備を行っていた。しかし、1970 年に AIDR が倒産したため、ルワンダ国

政府は Electrogaz を公共事業体として創立し給水施設の運営維持管理を委ねた。

Electrogaz は地方部では無料で水を供給していた。 

地方部では、給水施設に関する実施計画や維持管理等の一連のサイクルにおいて、コミ

ュニティーの参加はまったく行われておらず、施設が自分達に属するものであるという認

識を住民は持っていなかった。このことは、水供給は政府側の責任で行われるものであり、

かつ無料であると住民が考えるようになった背景となり、結果として、給水施設の維持管

理が全く実施されなかった。 
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その後、ルワンダ国政府は 1985～1987 年の間に地方給水の実態調査を実施し、その結果

に基づき 1987 年 5 月 15 日に大統領令を発布し、コミューン（郡）に地方給水の運営維持

管理を委ねることがうたわれた。大統領令には、管理組織として Associative Regie、

Administrative Regie、Professional Regie の 3 種が規定されたが、実際には Associative 

Regie が採用され、1994 年以降に全国に設立された。 

 

３－５－２ ルワンダ国における水利用組合による運営･維持管理体制 

大統領令によると、給水施設の技術的、行政的管理に全ての水利用者が参加するとの理

念のもと全国に設立された「Associative Regie」体制による既存の給水施設の運営・維持

管理は、基本的に、以下の 2つのレベルにより行われる。 

① 給水ポイント毎の利用者の集まりである Water Users Group(WUG)と、このグルー

プから選定された Water Users Committee(WUC)。 

② 郡レベルの水利用組合（District Regie） 

 

そして、Associative Regie の運営をより良くするために必要と判断されれば、各 Sector

に、Sector によるサブ･コミッティーや給水施設によるサブ･コミッティーを設立すること

が出来るとされている。上述した 2つのレベルの組織の定義と役割を表 3-5 に記す。 

 

表 3-5 「Associative Regie(水利用組合)」に関する規定 

 定義 役割 

①District Regie（郡レベルの水利用組合） 

・管理委員会

（Regie Committee） 

管理委員会（Regie Committee）

は、「Associative Regie」

の全体を代表する。メンバ

ーは給水ポイント毎に設立

される Water Users 

Committee の代表者から構

成される。 

管理委員会（Regie Committee）は Associative 

Regie を代表する。委員会による決定は郡議

会の承認を受けた後、強制権を有する。 

運営・管理や郡の水資源管理の変更に関する

決定に係わる問題について審議する。 

委員会のメンバーから Associative Regie の

執行部（Bureau of Regie）を選出する。執行

部は 3名から構成され、任期は Associative 

Regie の定款に規定される。 

郡議会に Regie の会計担当候補者を提案す

る。 

なお、管理委員会の決定は投票により裁可さ

れ、その形態は定款で定められている。 

・執行部（Bureau 

of Regie） 

執行部のメンバーは管理委

員会のメンバーの中から以

下の 3役を選出する。 

執行委員長（管理委員会の

委員長でもある） 

副委員長/書記官 

財務担当官 

管理委員会の議決事項の実施 

Regie による技術管理の監督 

水使用料金口座のフォローと管理 

国家地方給水基金（F.N.H.R.）に開設された

Regie 口座の管理 

議題や関連資料作成等の管理委員会会議の

準備 

予算編成および財務整理 

運営と連絡 
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②給水ポイントにおける水利用組合 

・ Water Users 

Group(WUG、水利

用者グループ) 

WUG は給水ポイント毎の利

用者の家族の集まりであ

る。 

WUG は給水ポイントの自主管理を行う組織で

ある。 

WUG は、メンバーの中から水利用委員会のメ

ンバー3名を選出する。 

・ Water Users 

Committee(WUC、

水利用委員会) 

WUG を代表する組織であ

る。WUG のメンバーにより

選出された 3名から構成さ

れる。 

WUG のミーティングを開催する。 

給水ポイントの衛生と安全を確保する。 

水利用料金を集金する 

なお、WUC が召集して開催する WUG のミーテ

ィングにおいては、以下の議題について話し

合いがもたれる。 

利用者の意見、要望、提案の収集 

水料金徴収時期の決定 

決定事項に従わない利用者の説得 

給水ポイントの管理に関する全事項の決定 

給水ポイントや Regie の会計分析 

管理委員会(Regie Committee)と郡議会によ

る決定事項の分析 

出典）「水利用組合設立等について示した大統領令、1987 年発布」より引用 

 

なお、今回の事前調査において実施した PEAMR の技術者からの聞き取りによると、1つの

給水施設が複数のセクターをカバーする場合には、給水施設の水利用組合が設立されると

のことである（セクターを跨る水利用組合）。また、既存の給水施設の水利用組合への運営･

維持管理体制に関する聞き取りでは、給水ポイント毎に組合が設立されているのみでなく、

Sector レベルでも組合が設立されていることが確認されている。 

給水施設が Sector 内に収まっている Sector の水利用組合(Sector Committee)での聞取

りによると、水利用組合は、議長、副議長、書記官、会計担当のメンバーによる役員(執行

部)と、Kanyamigegi（水技師）、ポンプオペレーター、メーター検針担当者等のメンバーか

らなる職員から構成されている。役員はボランティアとして職務を遂行しており、3年に一

回利用者により選ばれる。一方、職員は組合に雇われており、給料が支払われている（組

合によって支払額は異なる）。 

単一の給水施設が複数の Sector に給水し、各給水ポイントには Tap Keeper のみを配置

している地域では、各 Sector からの代表者（学校や病院等）から構成される委員会が給水

施設の水利用組合に含まれており、地域の意見等を反映できる体制をとっているところも

ある。 

上述した関係機関への聞取りおよび既存の水利用組合への聞取りの結果から明らかとな

った、現時点における水利用組合による基本的な運営･維持管理体制を図 3-1 および表 3-6

に示す。図中①は単一のセクター内に給水施設が収まっている場合の体制であり（表 3-6

の①‐1 と①‐2 に対応）、図中②は複数のセクターが単一の給水施設により給水されてい

る場合の体制である（表 3-6 の②に対応）。なお、本プロジェクトの対象地域には存在して

いないが、複数の郡が単一の給水施設により給水されている場合には、「Inter-district 

Association」という水利用組合が設立されている。 
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図 3-1 「Associative Regie」の体制図 
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表 3-6 水利用組合による維持管理体制 

① 給水施設が Sector 内に収まっている場合 

①‐1 

１つの配管給水施設が 1 つの Sector 内に存

在する場合は、給水ポイント毎の水利用組合

（Water Users Group(WUG)および Water Users 

Committee(WUC)）が設立され、更に Sector 

Committee（実質的には給水施設の Committee

になる）が設立される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①‐2 

複数の給水施設が 1 つの Sector 内に存在す

る場合は、給水ポイント毎に WUG 及び WUC が設

立され、更に複数の給水施設を統括する Sector 

Committee が設立される。 

配管給水施設とハンドポンプ井戸が同一

Sector 内に存在する場合は、ハンドポンプ毎の

Committee は設立せず、Sector Committee が配

管給水施設と合わせて担当するとのことであ

る。 

 

② 給水施設が複数の Sector に給水している場合 

 
給水ポイント毎に WUG および

WUC、Sector 毎の Committee が設

立され、更に給水施設全体の

Committee が設立される。 

地 域 に よ っ て は 、 Sector 

Committee が設立されていないと

ころもある（無償資金協力事業対

象地域の Ngoma 郡 Karembo, Zaza, 

Kibare, Mugesera Sector をカバ

ーする給水施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water Users Committee

Pipe-borne Water Supply System in 1 Sector

Water Users 
Committee

Pipe-borne Water Supply Systems in 1 Sector

Water Users Committee

Pipe-borne Water Supply System and Hand 
Pump System in 1 Sector

Water Users Committee

A Pipe-borne Water Supply System covers more than 1 Sector

“B” Sector “C” SectorA B 
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無償資金協力事業では給水施設毎に水利用組合を設立することとなっている。上述のよ

うに既存の給水施設の維持管理体制は 2～4階層に分かれているが相互に関連した一つの体

制（Associative Regie）として活動していることから、技術協力プロジェクトにおける水

利用組合の運営・維持管理能力の向上支援の実施においては、対象となる水利用組合の位

置づけを明確にしておく必要がある。 

 

３－５－３ プロジェクト対象地域における水利用組合による運営･維持管理の現状 

（１）プロジェクト対象 4郡における運営･維持管理の現状 

2006 年 1 月に行われた行政界の変更後のプロジェクト対象地域における水利用組合に

よる運営･維持管理の現状を表 3-7 に記す（現地での聞取りによる）。ルワマガナ郡、カ

ヨンザ郡、キレヘ郡においては、前節３－５－２に述べているように新郡における

「Associative Regie」体制による給水施設の維持管理を進めているが、ンゴマ郡につい

ては、まだ旧郡の「Associative Regie」体制が機能している。 

 

表 3-7 プロジェクト対象 4郡における運営･維持管理の現状 

 郡(District) 運営･維持管理の現状 

1 ルワマガナ郡 

District Regie(Associative Regie 体制)が設立されている。3

ヵ月毎に郡内で実施した修理結果や給水に関する課題についての

報告書が郡長宛で提出されている。 

また、Sector Committee も設立されており、給水ポイントで徴

収された水料金は Sector Committee の口座に保管されており、

District Regie には口座がないとのことである。給水施設の修理

が必要になった場合は、Sector Committee が District Regie を通

して郡政府に申請し、承認を受けた後に修理を行う。これは、徴収

したお金が適正に利用されていないためにこの体制としたとのこ

と。 

2 カヨンザ郡 

District Regie(Associative Regie 体制)はまだ設立されていな

いが、2006 年中に District Regie を設立する予定とのこと。旧郡

および Sector では各レベルに水組合が存在していた。 

聞き取りを行った Kabarondo Sector、Nyamirama Sector には、

Water Users Committee と Sector Committee が共に設立されてい

る。Sector Committee の役員は 4 名（議長、副議長、書記官、財

務担当）、報酬を得ている職員は、会計、水技師(Kanyamigegi)、ﾎﾟ

ﾝﾌﾟｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、検針員等がある。Water Users Committee には議長、

衛生担当(組合による)、ﾀｯﾌﾟｷｰﾊﾟｰ等がメンバーとなっている。 

また、役員会や全体集会も定期的に行われている。 

3 ンゴマ郡 

District Regie(Associative Regie 体制)はまだ設立されていな

い。4つの旧郡が統合して Ngoma 郡が出来たが、今も各旧郡の Regie

は存在しているとのことである。Rwamagana 郡同様、Regie(ここで

は、新郡の District Regie ではなく、旧郡の Regie)は、報告書を

郡政府に提出している。 

無償資金協力事業対象となっているサイト 6 番(Zaza, Kibare 

Sector 等 1 つの給水施設が複数の Sector に跨っている)で確認で

きた施設の維持管理体制は、施設を管理する Regie が存在し、12

名から構成されている。そして、各給水ポイントにはﾀｯﾌﾟｷｰﾊﾟｰが
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1 人いるのみとのことである。そして、Regie には各 Sector の代表

者から構成される Commisssion が含まれており、各地域の意見が反

映されるようになっている。 

4 キレヘ郡 

District Regie(Associative Regie 体制)が設立されている。事

務所は Ngoma 郡の事務所の敷地内。2006 年 8 月から維持管理のﾓﾆ

ﾀﾘﾝｸﾞと評価を実施することになっている。執行部(Bureau of 

Regie)は、議長、副議長、書記官、財務担当の 4名で、報酬を得て

いる職員としては、会計担当、水技師(Kanyamigegi)がいる。 

Kirehe 郡には 12 の Sector があり、10 の Sector に Sector 

Committee が設立されている。Mushikiri Sector と Gatore Sector

には、給水施設が存在しないために Committee が設立されていな

い。なお、Sector Committee のメンバーは合理化により 2006 年 9

月から 2 人（議長と財務･書記官）になり、職員としては水技師

(Kanyamigegi)がいる。 

給水ポイントで徴収された水料金は District Regie の口座に保管

される。 

施設の修理は、District Regie が雇っている Kanyamigegi(水技

師)が行っており、Sector Committteeが雇っているKanyamigegi(水

技師)は公共水栓のチェックおよび District Regie が雇っている

Kanyamigegi のサポートを行っている。 

District Regie の執行部はボランティアであるため、現在、報酬

を受け取れるよう定款を改定中である（郡長の承認待ち）。 

 

（２）水利用料金の徴収 

既存の給水施設の組合員からの聞き取りによると、一般に、各給水ポイントにいる Tap 

Keeper（公共水栓管理人）は、利用者が水汲みに来た時に料金（20 ﾘｯﾄﾙあたり 10, 15, 20, 

30Frw と幅がある）を徴収し、月一～二回、水利用組合からメーター検針担当が来た時に、

Tap Keeper からメーター検針担当に徴収した水料金を支払っている。なお、Tap Keeper

には 1m3あたり 120Frw 程度（額は組織によって異なっている）の管理料（インセンティ

ブ）が支払われている。 

基本的に、給水ポイントにおいて徴収された水料金は Water Users Committee から

Sector Committee へ、そして District Regie の事務局へ支払いが行われ、District Regie

が保有する口座に保管される（Sector が保管している場合もある）。給水施設のスペア

パーツの交換等容易な作業は Water Users Committee 等が行うが、規模の大きな修理等

は District Regie の口座に保管した資金を利用して対応する。 

水利用料金の徴収率は、本事前調査でインタビューを行った組合では、85％や 98％と

なっている組合もあった。これらの組合の議長によると、住民の同意を得て水料金を決

定したことにより徴収率が高くなっているとのことである。また、他の水利用組合では、

未払いの電気代をカバーするために水料金の値上げを行おうとしたところ、住民はそう

であれば近くの湿地から水を汲んでくるとの話しになり値上げ出来ないとのことであっ

た。このように水料金の設定（変更）において住民の合意を得ることは、維持管理の継

続性の観点からが重要であることがわかる。 

 

（３）給水施設の修理 
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給水施設の修理等は水利用組合が雇用している Kanyamigegi（水技師）が担当している。

District Regie が雇っていたり、Sector Committee が雇っていたりと、郡によって形態

は異なる。しかしながら、水料金は徴収されていたにもかかわらず施設建設の 1 年後に

利用できなくなってしまった給水施設や、ポンプが故障して修理も出来ないために十分

な水量を供給できていない地域もみられる。したがって、安定した飲料水供給のために

は、水利用組合（水技師含む）の修理に関する能力向上をはかるとともに、水利用組合

では対応しきれない故障が発生した時の郡による支援能力を強化する必要がある（予算

化等）。すでに、郡によっては修理費用を予算化して確保しているところもあり予算の

確保は可能であると判断できるが、その額は十分ではないようである。従って、郡の能

力向上支援においては、修理費用の予算化についても考慮する必要がある。 

 

３－５－４ 郡政府・セクターによる給水施設の運営・維持管理体制への関わり 

郡政府においては、土地・都市計画・住居・インフラストラクチャーユニットが給水担

当部署となっており、本プロジェクトにおいてはカウンターパートとなる。郡政府による

給水施設の維持管理への関わりは表 3-8 の通り（担当者への聞取りによる。）。 

 

表 3-8 郡政府の支援内容 

 郡政府 支援内容 

1 ルワマガナ郡 

課長は赴任２週間、担当は赴任１ヵ月と配属後間もないため、事

前調査時点では、状況の把握に専念している状況であった。財務担

当助役が水利用組合との窓口も兼任している。 

郡政府は、District Regie(District Level の水利用組合)に、3

ヵ月毎に各施設で実施した修理内容を記録した報告書を提出させ

ている。 

水利用者から徴収した水料金は Sector Committee に保管されて

いるが、修理が必要な時は Sector Committee が District Regie を

通して郡政府に申請し、郡政府が承認した後に資金の使用が認めら

れる体制をとっている。なお、District Regie の能力を超える修理

については郡政府が支援している。 

2 カヨンザ郡 

課長代行は、6ヶ月前に郡に赴任した。 

今まで Regie へのサポートは行っていなかったが、今後は Regie

の経営がうまく機能していないところを支援していく予定。また、

現時点においては District Regie（District Level の水利用組合）

が設立されていないため、その設立を支援する（トレーニングや他

の成功例の視察など）。 

旧ウムタラ県(現 Nyagatare 郡、Gatsibo 郡、Kayonza 郡の一部)

に お い て PDRCIU(Project for Development of Resource in 

Community Infrastructure in Umutara)がで実施されている。2006

年 1 月の行政区画の変更により、技協の対象地域の一部が Kyonza

郡に含まれたことから、課長代行は、給水施設の建設や水利用組合

への支援に対して経験は有しているようである。 

Rwinkwavu Sector にある配管系給水施設の維持管理については、

Sector 事務所の農業・天然資源担当が係わっている。施設の改修に

ついては、全て Sector 事務所に連絡する必要がある。 
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3 ンゴマ郡 

Regie の運営が良好に行われているかモニタリングしている

（Regie から郡に報告書を提出してもらっている）。Regie のキャパ

シティーを超える修理については、郡が Regie の経営内容等を確認

して、適正に運営したにもかかわらず修理せざるを得ないというこ

とが明らかになった場合には郡が修理を行う。 

資金は、郡の予算に含まれている。しかし、それを超える場合は、

郡の委員会を開催して問題分析を行い、住民へ支援するとの観点か

ら特別に予算をつけることもある。その際には、Regie は郡政府と

契約し、料金の改定等については郡との協議のもと決定していくこ

とになる。 

4 キレヘ郡 

課長代行は 2006 年から勤務している。 

郡政府は、技術的サポートを実施しているが、運営面（資金の管

理）でのサポートは行っていない。 

 

郡によって給水施設の維持管理体制への関わり方は異なっているが、基本的には何らか

の形でサポートを行っている（図 3-1 参照）。郡政府によっては給水施設の改修費用を予算

計上して対応している。持続可能な維持管理体制の構築のためには、郡政府の予算の確保

も重要な点であることから、プロジェクトにおける第一段階の調査時点において各郡にお

ける詳細な維持管理体制を把握したうえで、郡における維持管理のための予算編成を含め

た包括的な維持管理体制の強化を行うことが必要である。 

一方、Sector による給水施設の維持管理体制への関わりはあまりなされていないようで

ある。当初は農業･天然資源担当が係わると想定されていたが、Sector 事務所自体に人が少

なく、かつ予算も無いために対応できていないのが現状のようである。ただし、事前調査

において訪問したカヨンザ郡の Rwinkwavu Sector では、施設の修理等は全て Sector へ連

絡して行うなど、Sector 事務所の農業・天然資源担当者が給水施設の維持管理に密接に係

わっていることが確認されていることから、他の施設においても Sector が係わっているか

再度確認しておく必要がある。 

 

３－６ 水セクター民営化の動き 

ルワンダ国では 2006 年から給水施設の維持管理を民営化する取り組みを本格的に開始し

ており、その動向によっては本プロジェクトの方向性に影響を及ぼすことが想定される。

しかしながら、取り組みは初期段階であり流動的な点があることから、本プロジェクトの

第 1フェーズにおいて状況を確認することとした。 

本報告書においては、事前調査実施時に把握できた維持管理の民営化状況について記述

する。 

 

３－６－１ 民営化の背景 

給水施設の運営維持管理は、1987 年の大統領令発布を受けて 1994 年以降多くの地域で

「Associative Regie」体制が構築されて実施されてきた（「３－５ 給水施設の運営・維

持管理体制」参照）。その後、2004 年に運営・維持管理体制の評価が PEAMR により実施され、

現行の維持管理体制には以下に示す特徴があることが指摘された。 
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① メンバーがボランティアであること。 

② 利用者のオーナーシップが見られないこと。 

③ 国が建設した施設であったため、住民が参加していない。 

④ 水料金を払っていなくても罰則がない。 

⑤ 徴収した水料金を違う用途に使用するなど、財務管理が適正になされていない。 

⑥ 水利用組合自身の技術的、財務的能力が十分ではない。 

 

そして「Associative Regie」はマネージメント不足および資金不足に陥り、結果として

給水施設の管理が適正に行われなかったとしている。 

その結果を受けて、ルワンダ国政府、世銀、AfDB 等が運営・維持管理体制についての検

討を行い、最終的に民間の経営者に委託することが最も良いとの結論に至り、民営化への

取り組みを開始した。 

 

３－６－２ 民営化の内容 

現在進められている民営化には給水施設に応じて以下の 2 種類の形態があり、請負う民

間企業は郡政府と契約することになる。 

① 大規模もしくは浄水施設を必要とする配管系給水施設については既存の民間企業

へ委託する。契約形態は複雑である（南部県の Nyanza, Ruhango, Kamonyi 郡に跨

る給水施設）。 

② 小規模な給水施設については、コミュニティーの女性グループ、学校の教師等の

経営能力のあるグループが民間企業として委託される。契約形態は簡易である（南

部県の Nyamagabe 郡等）。 

そして、民営化においては以下の方針のもと慎重に進められている。 

① 小規模施設の場合、民間企業と郡政府が契約を行う。 

② 徴収した水料金の一部は郡に収める。 

③ 新規に構築された施設の場合には、郡の費用でメーターが設置され、経営者が自

費で取り付けた場合にも郡へ納める金額から差し引かれるため、経営開始に当た

っての元手は不要である。 

④ 経営開始から 3 ヶ月は、試行期間として必要経費、利益等の金額を見極める猶予

がある。 

⑤ 状況に柔軟に対応できるよう契約期間は短く、最長でも 2年間である。 

⑥ 経営者は郡・水利用者代表と協議の上で利用料金と郡に納める金額の比率を決め

るため、極端な赤字・黒字に陥ることはない。 

 

この民営化の動きは、世銀の水セクターにおける融資のコンディショナリティーとなっ

ており、2006 年中に給水施設の 10％に対して民間委託を行うことが求められている。事前

調査実施時点では、全 822 給水施設のうち 48 施設が民営化されており、更に 30～35 施設

が 2006 年中に民営化する予定で、10％の達成は可能との見通しであった。 
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３－６－３ 本プロジェクトとの関連性 

本プロジェクトの対象となる無償資金協力事業で建設する給水施設は、上述した 2 種類

の契約形態のうち小規模な給水施設にかかる契約に相当するものであることから、民営化

が進められるとしても施設の維持管理を受注する団体は公益的な意味合いをもつ（いわゆ

るセミパブリックという形態）と考えられる。したがって、本プロジェクトが利益を追求

する民間企業に対しての協力となるわけではないと言える。 

一方、このような急激な民営化の動きに対して本プロジェクトの C/P となる郡政府の担

当者からは、「民営化については知っているがまだ詳細な検討は進んでおらず、具体的な動

きは行なっていない。」との情報も聞かれ、地域間もしくは中央政府と郡政府間に温度差が

生じているようである。また、PNEAR においても、「民営化の動きは始まったばかりで試行

錯誤の段階にある。進捗状況によっては今までの体制に戻る可能性もある。」との意見も聞

かれた。 

 

以上のように、給水施設の維持管理の民営化は国の方針であり、その導入にあたっては

対象地域社会の経済状況を調査して利用者の水料金支払い能力や支払い意思の分析を行な

うなど慎重に進められている。また、本プロジェクトの対象となる給水施設の維持管理に

民営化が導入されるとしても、受託団体は公益的な意味合いをもつ。 

これらのことから、現在進めている民営化の方針が変更されない限り、本プロジェクト

の対象（郡政府と水利用組合）を変更することはないと考えられる。しかしながら、本プ

ロジェクトの対象となる水利用組合が民営化の対象となる場合は、水利用組合および郡政

府の運営･維持管理能力向上支援にかかる活動内容の軌道修正が必要となることから、第 1

フェーズの期間に限らず、プロジェクト期間を通して民営化の動向に関する情報収集を継

続していく必要がある。 

 

３－７ 村落給水における課題 

（１）本プロジェクトの対象となる水利用組合 

無償資金協力対象事業においては、給水施設毎に水利用組合を設立することになって

おり、複数の Sector に跨る給水施設の建設・改修・拡張も含まれている。対象地域にお

ける運営･維持管理体制は先述のように階層に分かれており、最終的には District level

の組合である District Regie が全体を統括している体制となっている（District によっ

ては構築中）。ルワンダ国では、Sector 内に複数の施設が存在する場合にも 1 つの組合

が運営維持管理を担当するという方針で進めている。また、単一の給水施設が複数の

Sector に給水している場合には Sector ごとの組合だけでなく、施設全体を管理する組合

も存在する。これらの組合はお互いに連携しており、一つの「Associative Regie」とい

う体制の中に組み込まれている。従って、特定の階層の水利用組合の能力強化を行うだ

けでなく、体制全体の能力強化を考慮した活動が重要となる。 

 

（２）ボランティアベースの水利用組合役員 
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現在、水利用組合の役員はボランティアベースで運営･維持管理に携わっている。しか

し、インセンティブが無い等の理由から報奨金が支払われる体制とする動きが見られる。

本事前調査において聞取りを行った Kirehe 郡の District Level の水利用組合（District 

Regie）では話が進んでおり、後は郡長の承認を得るのみとなっている。 

持続可能な運営･維持管理体制の確立のためには有効な手段の 1 つであると考えられ、

他の郡でも同様な動きがある可能性も考えられる（今回は未確認）。また、“民営化”

の流れとの関連性もあると考えられるため、水利用組合の能力強化支援活動において十

分に考慮すべき事項である。 

 

（３）ハンドポンプ設置井戸サイトにおける水利用組合の設立 

無償資金協力事業実施サイトのうち、ハンドポンプ井戸を改修するサイトでは水利用

組合が設立されておらず、故障した後はそのまま放置されていた（Ngoma 郡 Murama 

Sector）。従来ハンドポンプを利用していた井戸周辺の住民は修理することも出来ず、

比較的近くにある湿地から水を得ているとのことであった。一方、現在でも利用されて

いるハンドポンプ井戸も存在しており、井戸周辺の住民は無料で水を利用している。こ

のことから、水利用組合設立においては水の有料化に対する反発も予想されるため、技

術協力プロジェクトの対象サイトとする場合には、水利用組合設立において実施する料

金徴収に対する住民への啓発活動内容についての十分な検討が必要であると思われる。 

 

（４）新規に施設を建設するサイトにおける水利用組合の設立 

Kirehe 郡の無償資金協力事業対象地域には新規に給水施設を建設するサイトがある。

この地域は農業への依存度が高く収入も低いことが想定され、ハンドポンプによる給水

施設も無く水利用組合も存在しない。このような状況の村落において配管給水施設によ

る給水がなされる際には、時間をかけて住民への啓発活動および水利用組合の育成を行

うと共に、コミュニティー活動等による収益を生む活動を支援する方法を本プロジェク

トにおいて検討することは、持続可能な維持管理体制の構築という観点からも有効であ

ると考えられる。 

 

（５）民営化に対する行政側（郡政府）の能力 

ルワンダ国では給水施設の維持管理（現業部門）の民営化が急速に進められている。

本プロジェクト対象地域の郡の担当者は、民営化についての話は聞いているがまだ検討

中であるなど、郡政府は具体的に動き始めてはいないようである。これは、郡によって

は担当者が赴任してからそれほど時間がたっておらず、そこまで手がまわらないためで

あることも一つの要因であると考えられる。PEAMR において民営化に関する情報収集を行

った際に、民営化に対する行政側（地方分権化により郡が主体となる）の能力向上につ

いては特別に活動が行われていないとのことであった。この民営化においては郡政府と

の契約がなされることから、行政側の対応能力向上も欠かすことはできない。したがっ

て、郡政府による水利用組合の運営･維持管理能力支援体制の構築においては、民営化に

対する能力向上も念頭において進める必要がある。 
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第４章 衛生分野における状況と課題 

 

４－１ 国家政策における衛生事業の位置づけ 

４－１－１ 上位計画 

（１）Vision 2020 

給水分野と同様に Vision 2020 は衛生分野における上位計画となっている。衛生分野

については、Vision 2020 における主な目的として挙げられている「人的資源」という区

分において、「国民は、質の高い保健サービスおよび安全な水へのアクセスの向上を得、

生活状況もより良くかつより衛生的となる。」としている。また、衛生を含む保健分野

として指標が定められており、指標の 1 項目である「良好な衛生状態におかれる国民」

の割合を、2000 年時点で 20％となっている状況を、2010 年に 40％、2020 年に 60％とす

るとしている。 

 

（２）貧困削減戦略文書（Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP） 

給水分野と同様に PRSP は衛生分野における上位計画のひとつである。衛生分野は、貧

困削減戦略における分野別活動である「人的資源の開発と生活の質の向上」の「水と衛

生」に含まれており、主な目的として、①給水の向上と給水網の拡張、②コミュニティ

ーによる給水管理の促進、③衛生サービスへのアクセスの向上、④水・衛生分野の戦略

策定、⑤中央および郡レベルのキャパシティー・ビルディングの 5項目を挙げている。 

衛生分野に関しては、適切な衛生状況にアクセスできる国民の割合は 10％と低く、こ

れらの状況を改善するとしている。具体的には、地方部の人々の衛生啓発と改良型トイ

レ（ECOSAN）の普及を通して、その割合を 2015 年までに 50％にすることを掲げている。 

 

４－１－２ 衛生関連政策 

（１）保健分野政策（Health Sector Policy） 

保健分野政策は、1996 年に採択された保健分野政策の実施を通して得られた教訓を基

礎として、Vision 2020 と PRSP に示された保健分野の発展に関するビジョンを具体化し

たものである。また、地方分権化によって構築されて組織環境の変化も考慮している。

そして、保健分野政策は、国家保健計画の基礎であり、かつ保健分野での活動において

第一に参照するものであるとされている。なお、保健分野政策において定義された戦略

の方向性を具体化したものは保健分野戦略計画（次項参照）である。 

保健分野政策の実施は、保健分野戦略計画(Health Sector Strategic Plan)に基づい

ている。また、MTEF と連携しており、その活動計画は、政策目標の達成と保健分野に係

わる全ての活動を調整するために毎年改訂される。 

 

（２）保健分野戦略計画 2005-2009 (Health Sector Strategic Plan 2005-2009) 

保健分野戦略計画 2005-2009(Health Sector Strategic Plan 2005-2009, HSSP)は、保

健分野政策(Health Sector Policy, HSP)の実施を支援することを目的として定められた
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戦略的方向性（Strategic Direction）について述べたものである。 

HSSP では、HSP における主な目標を達成するために 7 つのプログラム目標を策定して

いる。その中の「5.病気の管理における保健サービスの質と要求の向上」を達成するた

めに実施するプログラムの１つとして「Environmental Health」があり、2009 年末まで

の国家目標として以下の事項を挙げている。 

・ 飲料水へのアクセスを有する家庭の割合を、41％から 75％に増加させる。 

・ トイレの使用後に石鹸で手を洗う母親の割合を、41％から 75％に増加させる。 

・ Improved Latrine へのアクセスを有する家庭の割合を、7％から 30％に増加させる。 

・ 公衆衛生規則（Public Hygiene Code）を策定する。 

 

そして、中央省庁の役割は、政策策定、調整、管理そしてモニタリングを行うとし、

一方、地方自治体（Decentralised entities）は活動の実施と中央省庁へのフィードバ

ックを行うこととしている。また、啓発活動は、メディアの利用以外に、コミュニティ

レベルでは PHAST 手法を、学校においては HAMS プログラムを用いて実施するとしている。

PHAST チームは、中央レベルでは、Division of Public Hygiene(MoH)、MINITERE および

MINALOC の代表者から構成され、県および郡レベルでも PHAST チームを結成する。HAMS

チームは、中央レベルでは、Division of Public Hygiene(MoH)、Division of Water and 

Sanitation(MINITERE), MINEDUC および MINALOC の代表者から構成されるとしている。 

 

（３）国家環境保健政策(案)（National Environmental Health Policy (Draft)） 

アフリカにおいては、劣悪な環境状況に関連する感染症が、疾病や死亡の主な原因と

なっている。ルワンダ国においても、環境に関連する疾病の主な原因は、汚染された食

べ物や水、低い衛生状況、整備されていない衛生環境であることが指摘されている。 

このような状況下、国家環境保健政策は、ルワンダ国の環境保健の現状を評価するた

めに実施した調査の分析結果を踏まえて策定されたものである。その調査では、既存水

源の 85％が大腸菌を含んでいるとされ、これは衛生的なトイレを使用しているのは国民

の 0.8％だけであるということに起因する、すなわち、衛生的なトイレを使用していない

国民がほとんどであるために大腸菌の混入を招いているためであるとしている。このよ

うに、人間の健康と人間を取り巻く環境の状況の間には関連性があることから、環境保

健（Environmental Health）との名前をつけ、政策が策定された。 

また、学校においては、衛生状況に関連する疾病を管理する方法としての衛生教育の

必要性についての認識も低いことから、その強化を推奨している。そして、政策の目標

を達成するための戦略の一つとして「コミュニティ参加の強化」を挙げている。その中

では、積極的な参加とコミュニティによるプログラムのオーナーシップだけでなく、行

動の変化と持続可能な良い習慣を根付かせることを確実にするために、PHAST 手法と HAMS

プログラムを用いるべきであるとしている。 

 

（４）水・衛生政策（Sectorial Policy on Water and Sanitation） 

給水分野と同様に「水・衛生政策」にも衛生に関する政策が示されており、地方部に
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おいて 8％である衛生へアクセスできる国民の割合を 2010 年に 66％、2015 年に 80％、

そして 2020 年には 100％とすることを目標としている。 

 

４－２ 対象地域の衛生状況 

「地方給水計画基本設計調査、JICA、2006」によると、対象地域における一般的な疾病

はマラリア(68％)、続いて下痢(18%)となっている。そして現状分析として、プロジェクト

エリア周辺は比較的標高が高い地域が多いが、水汲み時の低地帯への移動時にマラリアに

感染する可能性は高まる。また、不衛生な飲料水や生活環境化で慢性的な下痢に陥ってい

る者が多数存在しているとしている。そして、現地踏査により得られた住民の衛生に関す

る認識としては、住民は煮沸の必要性を認識しているものの、薪不足や労働後に湯沸しに

かかる手間を嫌い、未処理で水を飲む習慣が根付いている。また、汲み置きを水処理と誤

解している住民も多い。 

これらのことから、給水施設の整備により安全な水を供給すると共に、住民の衛生に関

する認識を変えていく必要もあることが伺える。 

「第３章 村落給水における現状と課題」において述べたように、本プロジェクトの実

施に先立ち短期専門家によるベースライン調査が実施されており、衛生に関する聞取りも

行われている。表 4-1 に使用しているトイレのタイプの状況を示す。調査対象地域におい

ては、90％以上がトイレを利用していることがわかるが、そのほとんどは、地面に穴を掘

った形のトイレである。 

 

表 4-1 プロジェクト対象地域において利用されているトイレのタイプ 

出典) ベースライン調査（ﾄﾞﾗﾌﾄ）、JICA, 2006 

 

本事前調査において、無償資金協力対象地域である Kirehe 郡 Mushikili Sector の住民

にインタビューを行った。トイレは家の直ぐそばに位置しており、素掘りの穴に木を置い

郡 Sector 
村落/ 

ｲﾐﾄﾞｩｸﾞﾄﾞｩ 
ﾄｲﾚ無し(%)

地面に穴を

掘ったﾀｲﾌﾟ

(%) 

地面に穴を掘

り、囲いをつ

けたﾀｲﾌﾟ(%)

床と囲いの 

ある水洗では

ないﾄｲﾚ(%) 

床と囲いの

ある水洗ﾄｲﾚ

(その他)(%)

Mwulire Rubiha 0.0 12.5 50.0 37.5 0.0

Mnyaga Birayi 0.0 31.3 34.4 34.4 0.0Rwamagana 

Kibagiro Rushangara 0.0 9.4 34.4 56.3 0.0

Kabarondo Rugazi 6.3 31.2 15.6 46.9 0.0

Murama Mutumba 0.0 43.8 37.7 18.8 0.0

Rwinkwavu Rwinkwavu 6.3 43.8 34.4 15.6 0.0
Kayonza 

Rwinkwavu Busasamana 9.4 12.5 50.0 28.1 0.0

Kibungo Gasoro 0.0 13.3 43.3 43.3 0.0

Kibare Nyamabuye 0.0 12.5 25.0 62.5 0.0

Mutenderi Mutenderi 0.0 3.1 21.9 75.0 0.0
Ngoma 

Murama Kizenga 3.1 18.8 43.8 34.4 0.0

Mushikili Rugwiro 3.1 3.1 9.4 84.4 0.0

Kigina Rwanteru 0.0 12.5 34.4 50.0 3.1

Gahara Rubimba I 3.1 9.4 25.0 62.5 0.0
Kirehe 

Gatore Rugari 3.1 6.3 18.8 71.9 0.0

  平 均 2.3 17.6 31.8 48.1 0.2
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て使用している状況である。彼らは、トイレが一杯になったら穴を埋めて、違う場所に作

り直して利用している。なお、食事の前には、

石鹸で手を洗っているとのことであった。 

給水・衛生政策には、80％の家庭が簡易家庭

トイレを有しているが、衛生基準を満たしてい

るものは8％との記載があった。衛生基準とは、

①悪臭がしない、②ハエが出てこない、③きれ

いに保たれているという点から判断している。

VIP Latrine（換気装置つきトイレ）や ECOSAN 

Toiletが衛生基準を満たしていることになると

のことである。 

 

４－３ ルワンダ国における衛生啓発・教育活動の取り組み 

４－３－１ 郡政府および水利用組合における衛生への取り組み 

（１）郡政府における取り組み 

郡政府においては、保健・家族・子供の権利ユニットが衛生担当部署となっており、

本プロジェクトにおいてはカウンターパートとなる。事前調査実施時には Rwamagana 郡

と Kayonza 郡の保健・公衆衛生担当者に郡の衛生に関する取り組みについて聞き取りを

行った。 

郡においては、郡内の病院や診療所の現状調査や栄養、衛生、予防等の保健教育をコ

ミュニティや学校において実施しているとのことであった。しかし、移動手段が確保で

きないため、計画を立てて定期的に活動することが出来ないとのことである。 

 

（２）水利用組合における取り組み 

給水施設の既存の水利用組合は基本的に施設の運営・維持管理を担当していることか

ら、組織として衛生啓発を行ってはいない。組合によっては委員会の中に「衛生担当」

の人間を配置しているが、役割としては、給水ポイント（公共水栓）の周囲を掃除して

清潔に保つことを行っている程度である。 

 

４－３－２ 国家プログラムにおける衛生への取り組み 

先述のように、ルワンダ国においては国家地方給水・衛生プログラム（PNEAR）が 2005

年から始まっている。プログラムにおいては、保健分野戦略計画 2005-2009 や国家環境保

健政策(案)にも示されているように、住民の衛生啓発には PHAST(参加型保健・衛生啓発)

手法が用いられ、学校における衛生教育においては HAMS(学校における保健･衛生促進)プロ

グラムが用いられている。MINITERE、MINISANTE、UNICEF、世銀、WHO 等が共同で PNEAR の

枠組みの中で実施している体制となっている。なお、これらの手法による衛生啓発活動は

2000 年から取り組みが始まっており、PNEAR ではそれを取り込んだ形となっている。これ

らの活動は、関連省庁およびドナーより構成される国家水・衛生管理委員会（National Water 

and Sanitation Steering Committee）のもと行われており、基本的に HAMS は全国展開、

トイレの外観 
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PHAST は衛生環境が悪い郡を対象として行われている。 

なお、本プロジェクト対象地域においては、PNEAR による PHAST および HAMS を用いた衛

生啓発、衛生教育活動は行われていないとのことである。 

 

（１）PHAST(Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) 手法 

PHAST 手法の活動では、図4-1に示すように、

①国家水・衛生運営委員会が主体となり、県の

委員会と共に、郡職員、セル職員、女性代表、

水利用組合代表者等を対象にトレーナー研修

（２日間）を実施し、②この研修を受けたトレ

ーナーが、郡内のコミュニティー代表者、バ

ー・レストラン経営者、保健所職員等を対象に

研修（10 日間）を行い、③その後、彼らは各

人の行動改善を通して地域全体の衛生改善に

結びつけるという形を取っている。 

PHAST（参加型保健･衛生啓発）手法および

HAMS（学校における保健・衛生促進）プログラ

ムを実施したエリア（旧 Nyagisagara 郡）にお

いては、衛生に対する習慣に著しい変化が見ら

れ、良い方向に向かっているとの報告があり、

簡易家庭トイレの普及率が100％となっている

とのことであった。また、コミュニティーにお

ける普及員の意識改革がなされているとのこ

とである。 

図 4-1 PHAST 手法による衛生啓発の流れ 

 

（２）HAMS(Hygiene and Sanitation Promotion in Schools)プログラム 

HAMS プログラムの目的はコミュニティーにおける保健・衛生に関する行動の変化を促

すことである。具体的には、学校の子供たちは衛生教育を通して彼らの衛生に関する行

動様式が良い方向へ変化し、彼らが学校で学んだことは家に帰ってからは家族やコミュ

ニティーへ伝わり、地域全体の衛生改善につなげる。そして、衛生教育を受けた子供た

ちはいずれ大人になり、彼らの子供たちへも安全で清潔な生活環境を整えてあげる義務

があるのである。 

国家水・衛生運営委員会によると、HAMS プログラムは以下の重要な前提のもと行われ

るとしている。 

- 学校に行くことは子供にとって当然のことであり、それゆえ、保健・衛生を含む学

校で学んだことは、子供たちにとって更なる負荷になるとはみなさない。 
- 保健・衛生分野への介入は多少の資金が必要である。 
- 保健･衛生の促進については、全ての学校が同一アプローチを取る必要がある。 

国家水・衛生管理委員会
（MINITERE, MINISANTE, 
WHO, UNICEF, WB等）

郡のPHAST、HAMS委員会

トレーナー研修
(2日間、25名程度）

“A” Sectorにおける
住民を対象とした一般

研修（10日間）
“B” Sectorにおける

住民を対象とした一般
研修（10日間）

“B” Cellにおける
住民を対象とした一般

研修（10日間）

自分のエリア
で行動する

自分のエリア
で行動する

自分のエリア
で行動する

地域の衛生改善が進む

①

②

③
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- 子供たちは、保険･衛生に関して新たに学んだことや情報を彼らの両親や親族に伝

え、そのことがコミュニティーにおける衛生に関する行動様式の変化を起こすきっ

かけになる。 
 

既に、HAMS を導入している学校でのインタビューによると、HAMS の効果のチェックポ

イントとしては、生徒の身なりや教室の清潔さ、また、疾病率の低下（約 10％とのこと）、

学校の病欠の減少、履物着用率の向上などが挙げられた。HAMS は、もともと国が指定し

ている保健・衛生のカリキュラムが 1 週間に 1～2 時間あり、その時間を利用して実施さ

れている。問題点としては、学校に水が来ない時もあり手洗いの指導等は生徒が持参し

た水を使って行うこともあるということである。 

地方分権化に伴い担当者が全国に移動してしまったため、現在、国家水・衛生運営委

員会は機能していない。そのような状況下、PNEAR の衛生啓発・教育の担当者は、以下の

項目を実施して HAMS プログラムの構造を適応させる必要があるとしている。 

① HAMS プログラム活動の方向性、活動計画、調整のための国家 HAMS 委員会を再開す

る 

② 研修を行うことにより Sector の HAMS 委員会を設立し強化する。 

③ 衛生と衛生環境についてのマニュアルを作成する。 

④ 保健・衛生設備管理/メインテナンスについて、HAMS 委員会、学校、コミュニティ

ー、行政当局を動員する。 

⑤ 学校の衛生インフラ状況の改善を常に図るため、社会人の衛生啓発ミーティング

を開催する。 

 

したがって、本プロジェクトの初期段階に PNEAR から現状の再確認を行い、国家プロ

グラムと整合性を持った衛生教育の方向性を検討する必要がある。 

 

４－４ 衛生分野における課題 

（１）他のプロジェクトによる衛生状況を含む統計調査結果の利用 

PNEAR のプロジェクトにおいて、来年から全国を対象とした衛生に関する調査（インベ

ントリー調査の一部と思われる。）が行われる予定である。また、統計局では、現在東

部県の郡レベルの統計調査（衛生状況や給水状況を含む）を実施しており今年中に終了

するとのことであり、ベースライン調査（旧キブンゴ県）の範囲外の衛生状況の把握も

上記の調査結果から得ることができると考えられる。 

 

（２）先行プロジェクトの実施内容の反映 

本プロジェクトにおいては、無償資金協力において水利用組合の中に配置された衛生

担当者が中心となって、住民への啓発活動および学校における衛生教育活動の支援を行

う計画となっている。一方、PNEAR における活動として、National Steering Committee

が郡の衛生担当者を教育し、郡の担当者がコミュニティの人々を教育して、日常の生活

において衛生に関する啓発を行うという体制が郡によっては確立されており、PHAST 手法
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および HAMS プログラムを通して衛生環境の改善が実施されている。したがって、衛生に

関する普及・啓発活動を実施するに当たっては、既存の体制を利用して行うことが可能

であるのか、または日本人専門家が衛生担当者を直接教育し進めていくのか検討する必

要がある。しかしながら、PHAST、HAMS を用いた衛生啓発、衛生教育は、ルワンダ国では

Strategyとして活用している。特にPHASTについては、National Steering Committee(NSC)

を中心として活動が行われているため、技協において PHAST 手法を用い、内容の変更を

行う場合は NSC と協議する必要があるとのことである。また、啓発活動のフォローアッ

プ調査を行い、更なる向上を目的としたフィードバック体制も構築する必要がある。 

 

（３）衛生啓発活動による住民の衛生に関する意識化と行動様式の変化 

衛生啓発や衛生教育活動を通して衛生に対する認識を住民に持たせることは出来たと

しても、それを継続的に実行してもらうことは多くの困難を伴う。意識の問題である場

合もあるし、物理的、金銭的に実行不可能な場合も想定される。本プロジェクトにおい

ては衛生に関する意識化と行動様式の変化を通して、持続可能な給水施設の運営･維持管

理体制の構築を確立することも重要な点であるとの認識から、どのように衛生啓発・教

育活動の成果を具現化していくのか十分に検討する必要がある。 
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第５章 プロジェクトの基本計画 

 

本事前調査以前には、コミュニティー開発活動の促進が成果の 1 つとして予定されてい

たが、現地での不透明な状況を考慮してプロジェクトからは除外されることとなった。ま

た、プロジェクト立上がり時期の半年間は、実態把握のため各種調査を重点的に行う点も

特徴として挙げられる。 

 

５－１ プロジェクト目標 

プロジェクト目標を「プロジェクトサイト住民が衛生的に生活するための給水施設維持

管理体制が確立する」とした。なお、プロジェクトサイトは「７－１ プロジェクトサイ

トの選定」を参考に、また、プロジェクト立上げ時期の調査活動の結果に基づいて、無償

事業対象の全 15 地区の中から、活動 a-3（後述）で選定される。 

 

５－２ 上位目標 

上位目標を「対象 4 郡の住民が衛生的に生活するための給水施設維持管理体制が確立す

る」とした。プロジェクトサイトで達成されたアウトカムが、その他の近隣地域へ波及す

ることを目標としている。 

 

５－３ 成果と活動 

以下に本プロジェクトの 3 つの成果及び各々の活動を示す。基本的には、給水施設維持

管理面での地方政府の支援体制強化、水利用組合の能力強化及び衛生面での両者の実施能

力向上を柱としている。 

＜成果 a＞ 

郡・セクターによるプロジェクトサイトの水利用組合支援体制が強化される。 
＜活動＞ a-1 地方分権化及び民営化に伴う村落給水セクターの政策実施状況を確認する。 

 a-2 郡･セクターによる水利用組合支援体制の現況を調査し、改善課題を把握する。

 a-3 プロジェクト対象サイトを選定する。 

 a-4 無償により作成された郡・セクター等職員向け・水利用組合向けマニュアル・

研修教材を改良する。 

 a-5 郡・セクター等による水利用組合役員及び職員研修（組織強化・運営維持管理・

財務管理等）体制を確立する。 

 a-6 上記分野の研修を実施する。 

 a-7 郡・セクター等が水利用組合の活動状況のモニタリングを行う。 

＜成果 b＞ 

プロジェクトサイトにおいて水利用組合の活動が強化される。 
＜活動＞ b-1 給水施設の現状・管理状況を調査し、改善点を把握する。 

 b-2 水利用組合の状況を調査し、改善課題を把握する。 

 b-3 水利用組合による給水施設運営維持管理計画・改善計画作成を支援する。 
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 b-4 水利用組合による組織強化・運営維持管理・財務管理等の活動を支援する。 

 b-5 水利用組合による、組合員に対する料金支払い・節水等水利用に関する啓発活

動を支援する。 

＜成果 c＞ 

郡・セクター及び水利用組合によるプロジェクトサイト住民への衛生に関する啓発およ

び衛生教育が強化される。 
＜活動＞ c-1 衛生状況の現状を調査し、改善課題を把握する。 

 c-2 衛生教育及び啓発に関する活動計画を策定する。 

 c-3 郡・セクター等による水利用組合役員及び職員への衛生改善研修体制を確立す

る。 

 c-4 郡・セクター及び水利用組合によるプロジェクトサイトでの衛生啓発及び学校

への衛生教育のためのマニュアル・教材を作成する。 

 c-5 郡・セクター及び水利用組合によるプロジェクトサイトでの衛生啓発及び学校

への衛生教育を支援する。 

 c-6 衛生改善にかかる地域活動支援を行う。 

 
５－４ 前提条件・外部条件 

PDM における前提条件、外部条件と、その背景を下表に整理した。 

 

表 5-1 外部条件とその背景 

レベル 外部条件 背景 

プロジェクト

目標 
政府の地方給水事業の維持管理に係る実

施体制や基本政策に変更がない。 
本分野の優先度の高さに変化はないと思われるが、

国全体の変化が急激なので、水・衛生公社、郡のテ

クニカルサポートユニット等設立の可能性等、体制、

政策の変化に留意する必要がある。 
成果 - 地方分権化が滞りなく行われる。 

- 郡・セクターの給水及び衛生改善に関す

る役割が変更されない。 
- 水利用組合の役割が変更されない。 

- 地方分権化の進め方は非常に急速であり、人員配置

等必ずしも円滑に行われているとも限らない。 
- 給水施設維持管理の民営化が進められる中、地方政

府と水利用組合の役割が変化した場合、プロジェク

トに与える影響は大きいため、モニタリングが必要

である。 
活動 教育された水利用組合役員及び職員、郡・

セクター職員が継続的に勤務する。 
人材育成が本プロジェクトの基礎であり、人員の定

着は、プロジェクト効果の定着に直接影響する。 
前提条件 - ルワンダ国内の政治安定、民族融和がす

すめられる。 
- 水利用組合始め村民の協力が得られる。

- 無償事業が計画通り実施される。 

- 内戦、ジェノサイドの負の影響は未だ完全には払拭

されたとはいえない。 
- 特に新規地区及びこれまでハンドポンプの水を無

料で消費していた地区への課金制度の導入には抵

抗の可能性もある。 
- 無償事業は日本での実施契約の段階にあり、予定ど

おりのスケジュールで実施される見通しである。

 



57 

５－５ 投入 

日本側の投入については、本調査実施前には、成果としてコミュニティー開発が盛り込

まれていたため、参加型開発の専門家も計画されていたが、本調査で当該成果が除外され

たため、担当専門家も除外し、下記の 3 名とした。本プロジェクトでは給水施設建設等ハ

ード面での整備は基本的にはないため、日本側の投入も小規模となる予定である。衛生改

善の中ではトイレ建設、コミュニティー開発活動等で小規模な投入が発生する可能性があ

る。C/P 研修は、日本は技術的にも制度的にもギャップが大きいため、近隣先行国、もしく

はルワンダ国内の先進地での研修が望ましい。 

ルワンダ側の投入については、政府職員が非常に少なく職掌が幅広いこと、予算も限ら

れていること、移動手段を持っていないこと等、C/P の自由な活動に対する阻害要素も多く、

プロジェクトの円滑な実施には努力を要することが予想される。また、2006 年 1 月の行政

界の変更に対して地方政府の事務所施設整備が追いついておらず、事務所スペースについ

ても確保のため努力していく必要がある。 

 

表 5-2 日本・ルワンダ側の投入 

＜日本側＞ 

a. 専門家の派遣（チーフアドバイザー／キャパシ

ティビルディング、給水施設、衛生教育／IEC）

b. 現地活動費 

c. 機材供与 

・給水施設維持管理用機材 

・衛生改善に関する地域活動支援に関する機材 

・車両 

d. C/P に対する国内又は第三国研修実施 

＜ルワンダ側＞ 

a. C/P の配置 

b. 郡・セクター等からの研修への参加 

c. 水利用組合から研修への参加 

d. 日本人専門家事務所スペース提供 

e. 事務所維持管理費用の提供 

 

５－６ 工程と要員計画 

プロジェクトの実施期間は 2007 年３月～2010 年８月の 3年半とする。無償事業の終了が

2009 年末の予定で、竣工から半年程度は本プロジェクトで維持管理運営をフォローする必

要があるため、実施期間を 3 年半とした。プロジェクト立ち上がりの半年程度は、不透明

な現況を考慮して、現況把握のための調査活動が中心となっており、その後も無償事業の

進捗に併せて活動を展開していくような工程となっている。詳細な実施工程については、

付属資料中の PO 参照。 

また、日本人専門家の主な業務内容は下表のとおり。 

 

表 5-3 日本人専門家の主な業務内容 

専門家 主な業務内容 

チーフアドバイザー／ 

キャパシティビルディング 

・プロジェクト全体の調整・管理の支援 

・JCC の開催支援 

・能力向上のための活動支援 

・水・衛生分野の政策実施状況の把握 

・無償事業との連絡・情報交換 

・他ドナーとの調整・情報交換 
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給水施設 ・給水施設維持管理の実態調査支援 

・水利用組合の実態調査支援 

・給水施設維持管理の能力向上活動の支援 

・給水施設維持管理体制構築の支援 

衛生教育／IEC ・衛生分野の実態調査支援 

・衛生改善活動の支援 

・地域開発活動の支援 

・情報発信のための支援 

 

５－７ 実施体制 

本プロジェクトのカウンターパート（C/P）及び JCC のメンバーは下表のように先方との

合意を得た。当初、東部県知事が中央政府（MINITERE）の関与を不要としていたが、最終

的には MINITERE 次官が C/P の長として位置付けられた（経緯については「１－６ プロジ

ェクト実施に当たっての留意事項」参照）。 

 

表 5-4 C/P 一覧 

ポジション 担当者 

プロジェクトダイレクター MINITERE 次官 

オルタネットプロジェクトダイレクター 東部県事務局長 

プロジェクトマネージャー 東部県開発プロジェクトコーディネーター 

テクニカル C/P 4 郡の土地・都市計画・住環境及びインフラ

ユニット長及び保健衛生・ジェンダー・家族

計画及び子供の権利保護ユニット長 

 
表 5-5 JCC メンバー一覧 

項目 メンバー 

議長 MINITERE 次官及び東部県次官 

ルワンダ側 ・MINITERE 水・衛生担当者 

・東部県開発プロジェクトコーディネーター 

・4郡（ルワマガナ、カヨンザ、ンゴマ、キレ

ヘ）郡長 

日本側 ・JICA 事務所代表者 

・専門家チーム 
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第６章 プロジェクトの事前評価 

 

６－１ PCM ワークショップの結果 

６－１－１ 概要 

給水施設維持管理、衛生改善に関わる関係者、取り巻く環境、問題等を包括的に分析す

るため、関係者分析及び問題分析からなる 1 日間の PCM ワークショップを、ルワマガナの

Avega 東部事務所にて 10 月 30 日（月）に実施した。ルワンダにおける急速な地方分権化の

動き、水･衛生分野での流動的な状況を考慮し、具体的なプロジェクトの計画立案を主目的

とせず、広範な問題意識を確認し、包括的な議論の喚起を狙いとした。参加者は東部県イ

ンフラ担当官、ルワマガナ、カヨンザ郡のインフラ担当者及び衛生担当者、及び無償事業

サイトのセクターの担当者（インフラ、農業担当）等の 14 名であった。当初 9 時開始の予

定であったが、参加者の到着が大幅に遅れ、実際の開始時間は 10 時半となった。このため、

当初予定していた目的分析の実施には至らなかった。 

基礎情報として無償事業の内容及び本技プロの構想を説明した後、関係者分析、問題分

析の順に実施した。問題分析の中で、水の不足が中心問題と設定された後、給水施設維持

管理の問題が直接原因の 1 つとして位置付けられた。このことから JICA の技術協力の妥当

性が確認できた。衛生改善については、安全な水の不足を招く原因の 1つとしてではなく、

水不足によって引き起こされる結果として捉えられていることも明らかとなった。 

 

６－１－２ 関係者分析 

参加者の大勢を占めるセクターの担当者は、農業分野を中心として幅広い業務を担当し

ているため、水・衛生分野に通じているようには見受けられなかった。分析結果としては、

受益者として、水利用組合、一般住民、公共の場等が包括的に挙げられ、実施者/支援者と

しては、JICA、地方政府、Electrogaz、NGO が挙げられた。また、反対者は確認されなかっ

た。関係者分析の結果を下表に示す。 

 

表 6-1 関係者分析結果表 

受益者 実施者/支援者 反対者 

Water Committes 

Local people 

Schools 

Health Centers 

Small Scale farmers 

Publuc places; Bus station, 

recreational centers, 

markets, Gacaca places, 

car wash places, etc. 

Hotels 

Police 

Prisons stations 

JICA 

Local authorities; 

Sectors, Cells 

Electrogaz 

NGOs; Partners in health, 

PACFA, International Red 

Cross 

N/A 
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６－１－３ 問題分析 

問題分析の結果得られた問題系図を図 6-1 に示す。中心問題は「水が不足している。」で

あり、その直接原因としては、「1. 水源が不足している。」、「2. 水供給施設がすぐ壊れて

しまう。」、「3. 消費者数が多すぎる。」、「4. 雨水利用が不十分。」、「5. 水質処理コストが

高い。」があげられた。本技プロで解決を狙う問題は、直接原因の 2.と同じであり、問題の

重要度の高さ、本技プロの妥当性が確認できたといえる。衛生改善については、直接結果

として水因性疾患の問題が挙げられており、中心問題に対する原因の 1つとしてではなく、

水不足によって引き起こされる結果として捉えられていることも明らかとなった。 
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Core Problem Water is not enough.

The catchment sources
are few.

Water supply facilities
are broken after
construction.

The consumers are
too many.

Rain water harvesting
is not used.

The water treatment
cost is high.

Direct Causes

Direct Effect
Water borne disease
are rampant.

Hygiene condition
is not good.

The distance to fetch
water is very far.

Water quality is bad.
Water sources
are not protected.

The price of water is high.

The capacity
is weak.

Lack of follow up
after construction

Human activities
do damage to
facilities.

Poor management of
water sources

The existing pipes
are very old.

Lack of skills
in repairing

Equipments for
water
supply are very
expensive.

No land test in
order to know
the water table

No means (capability)
to create sources

No identification
of sources

Lack of
spare parts

Poor family
planning methods

Lack of education

Poverty

Low incomes

Climatic changes

Ignorance on the
way it is used

Lack of harvesting
system of rain
water

Not much rain
(some area)

Lack of
partners
(support)

No government
sensitization

Rain harvesting
facility is
expensive.

People don't have enough
money and material for
construction.

People don't know how to
construct rain water
harvesting facilities.

The cost of
disinfectants is
high.

Expertise is not
locally available.

The cost of
establishing
treatment plant is
high.

1st layer

2nd layer

3rd and lower layers

本技プロのスコープと同様 

衛生についての問題 

図 6-1 問題系図 
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６－２ 評価５項目による事前評価 

６－２－１ 妥当性 

本プロジェクトは以下に示すように、政策面の重要性及び住民のニーズの高さから妥当

性は高いと判断できる。 

 

（１）政策 

ルワンダの全ての開発政策の基礎となる Vision 2020 の最新版（2004 年 6 月）は、人

材育成、インフラ整備に特に重きを置いており、安全な水へのアクセスは、インフラ整

備の 5 項目のうちの 1 つとして挙げられている。その中で掲げられているアクセス率の

改善目標は、2000 年 52％→2010 年 80％→2020 年 100％である。また衛生面では、健全

な衛生環境の人口割合を指標として、2000 年 20％→2010 年 40％→2020 年 60％の数値目

標を掲げている。 

Vision 2020 に基づき策定されている PRSP（2002 年、現在 PRSP II ともいうべき EDPRS 

(Economic Development and Poverty Reduction Strategy）を策定中、2007 年完成予定）

では、生活の質向上の手段の 1 つとして水・衛生分野があげられており、施設のリハビ

リ、水利用組合・地方政府の能力強化、分野全体の調整、衛生改善等の重要性を明記し

ており、具体的アクションとして、給水施設のリハビリプログラム、戦略策定、水管理

の法的枠組みの整備、コミュニティーによる施設管理強化等を挙げている。 

MINITERE は、分野別戦略文書(05-10)のインフラ開発の中で水･衛生分野を位置付けて

おり、Vision 2020 の安全な水へのアクセスの目標値を検討し、中間目標を 2010 年 66％

→2015 年 80％と修正している。 

以上のように、本プロジェクトの骨子である給水施設維持管理及び地域の衛生環境の

改善は、ルワンダ国及び本プロジェクトの実施者である MINITERE にとって極めて重要な

課題であり、本プロジェクトの政策面からの妥当性は高い。 

一方、我国のルワンダに対する ODA の考え方の中では、重点分野として基礎生活分野

の充足及び農業開発を中心とする、マルチセクトラルなコミュニティー開発のための地

域農村開発を挙げており、本プロジェクトを含むプログラム全体がこの方針に沿ったも

ので、プロジェクトの妥当性は高いといえる。 

 

（２）ニーズ 

ルワンダ国内には多くの開発パートナーが建設した給水施設が散在しているが、維持

管理体制の不備により故障しているものも多く、投資金額の割に給水率は伸び悩んでい

る。半数以上の給水施設が著しく機能が低下しているか、全く稼動していないとの報告

もあり、地方部では施設整備そのものも十分進んでいない。 

一方、行政界の改編以前に作成された、旧キブンゴ県のコミュニティー開発計画によ

れば、安全な水へのアクセスの改善が最優先課題として挙げられており、地元のニーズ

の高さが伺える。また、プロジェクト形成調査の農村社会調査の結果でも、集住化によ

る最大のデメリットとして水源が遠いことが挙げられている。本プロジェクトはハード

面での整備はないものの、主な狙いである施設の適切な維持管理は、無償事業及び他の
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給水施設の持続性を確保するためには必須の要素であることから、受益者のニーズに適

っており、妥当性は高い。 

 

６－２－２ 有効性 

本プロジェクトは以下の理由により有効性は高いと判断できる。 

本プロジェクトのプロジェクト目標は、「プロジェクトサイト住民が衛生的に生活するた

めの給水施設維持管理体制が確立する」である。十分とはいえないまでも、これまで給水

施設維持管理は各レベルの水利用組合が担ってきた実績があり、郡政府もばらつきはある

が時には財政支援も含め、財務管理支援、技術支援等を行ってきており、既存の体制は存

在している。また、既存水利用組合の成功例や無償事業によるソフト・ハード両面の成果

も活用しながら技術協力を進めることとなるので、目標の達成は十分可能と予想される。 

但し、今後の地方分権化、給水施設運営管理の民営化は非常に流動的かつ本プロジェク

トに与える影響が大きいため、両者は成果レベルの外部条件として PDM に明記され、その

動向を注視していくことになっている。またそのほかにも、政府組織体制の変化等不安定

な要素や、行政の関与、水利用組合の実態、衛生分野の現状等不明な点があるため、プロ

ジェクト立ち上がりの半年程度は調査を入念に行う構成となっていることも、適切なプロ

ジェクト構成であるといえる。 

また、プロジェクト目標の表現としては、対象をプロジェクトサイトに限定し、内容を

給水施設の維持管理に絞り込んでおり、明確な表現となっている。これに対する指標は「水

利用料金徴収額の X％がメンテナンスコストとして適切に積立てられる」及び「衛生面での

行動様式（手洗い等）が改善された住民の割合が X％以上となる」であり、両指標はそれぞ

れ「水供給施設の維持管理」と「住民の衛生的な生活」を的確に表していることから、指

標と目標の関係も適切であると判断される。なお、数値 X は先行専門家によるベースライ

ン調査と本プロジェクト開始直後の現地調査によって決定する必要がある 

 

６－２－３ 効率性 

本プロジェクトは以下の理由により効率的な実施が期待できる。 

本プロジェクトは無償事業で建設される施設の維持管理改善を狙いとし、ソフトコンポ

ーネントで作成されるマニュアル、普及資材等の改善をするなど、無償事業の成果を有効

に活用するような枠組みとなっているため、プロジェクトとしての投入は小規模に抑えら

れている。また、ンゴマ郡の ADIGM 水利用組合のような、近傍の成功事例の教訓を活用す

ることも成果達成のためには効率的である。 

プロジェクト早期の段階でまず現況把握をし、その後本格的な技術協力活動を行うとい

う構成は、プロジェクトの効率的な実施に貢献すると思われる。また、プロジェクトの活

動は無償事業の進行に合わせて行えるよう PO で計画されていることも、プログラムとして

の効率性を高めるものと予想される。 

郡職員の能力向上、水管理組合の活動強化、衛生意識の向上という 3 つの成果は、主要

な関係者への能力強化と、水分野と密接な関係にある衛生改善が盛り込まれており、プロ

ジェクト目標達成のため適切に設定されている。成果に対する指標の目標値については、
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プロジェクト目標同様、プロジェクト開始後の調査結果に基づき適切に設定される必要が

ある。 

但し、地方政府職員の数が非常に少ないこと、彼らは移動手段を持っていないことには

留意する必要がある。地方政府職員の数は非常に少なく、職掌は多岐にわたり、外部委託

による事業実施が主であるため、本プロジェクトにどの程度時間、労力を投入できるか不

透明である。また、職員は基本的に移動手段を持っておらず、最小限必要な場合にのみ公

共交通機関を利用しているが、それも幹線道路付近に限定され、手段のない農村部での移

動は困難である。隣接するブゲセラ郡で行われている「東部県ブゲセラ郡持続的農業・農

村開発調査」でも両事項は大きな課題となっており、後者についてはセクター職員に自転

車を供与している。 

 

６－２－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下の理由により高いと予想される。 

本プロジェクトの構成として、プロジェクト内部では対象地区での体制構築を目指し、

上位目標として対象地区以外の地域への展開を計画しているが、東部県が単なる省と郡の

中継組織ではなく、プロジェクトの調整役として強いリーダーシップを発揮しており、ま

たプロジェクトの中で地方行政組織の能力強化を行うため、他地域への展開、すなわち上

位目標の達成は十分可能であると予想される。 

水汲みは主に女性・子供の仕事とされており、給水施設のない地域では、水汲みに多大

な労力と時間を必要としている。施設が有効活用されれば、女性は余剰時間を他の経済活

動に割り当てられるようになると予想され、その流れはプログラム 2 の農村開発の促進要

因となる。また、子供は就学時間を十分取れるようになる。 

衛生面では、直接的なインパクトとして水因性疾患の減少が期待でき、ひいては住民の

健康状態の改善、医療費の抑制につながっていく可能性がある。 

 

６－２－５ 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は以下の理由により中程度と予想される。 

組織面では、既存の水利用組合構造が活用できる点が強みである。現在の水利用組合に

よる給水施設維持管理制度は 1994 年以来続いており、実績のある既存制度が強化されるた

め、持続性が期待できる。しかし、水利用組合は運営面で問題が指摘されており、政府は

民営化に舵を取っているため、民間会社（とはいうもののおそらくは公益的性格を持った

地域グループ）が組合に取って代わって運営管理を行う可能性がある。その場合は既存組

織としての強みはない。一方、政府の支援体制として中期的には、政府の事業実施部門の

公社化の流れの中での水・衛生公社の設立、郡レベルでのテクニカルサポートユニットの

設置等の可能性がある。それら専門組織は強力なカウンターパート機関として重要な役割

を担うことになる。 

政策面では、水・衛生分野は Vision 2020、PRSP 及び MINITERE の政策目標の中で、数値

目標とともに高い優先度が与えられており、短期的に優先度が下がる可能性はほとんどな

い。一方で、給水施設運営管理の民営化の方向性は緒についたばかりで、世銀融資の条件
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となっていることからも短期的な変化はないと予想される。 

技術面では、現在でも施設の運営、軽微な修理は水利用組合雇用の水技術者によって行

われており、更に本プロジェクトで、地方政府関係者、水利用組合役員・職員への研修を

行って能力向上を図るため、必要な技術力の維持、支援体制の確立は持続される見通しで

ある。 

財政面での持続性は不透明な状況にある。現行の水利用組合による運営維持管理の体制

でも、運営費を適切に管理して十分機能している地区もあれば、そうでない地区もある。

また無償事業では、支払い能力がより低く、燃料等の入手も困難な地方部での新規施設建

設も予定されており、財務面では厳しい運営が予想される。民営化の流れはその打開策と

して採用されるに至ったが、初期の段階にあり財務面での有利性が十分証明されてはいな

い。 
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第７章 プロジェクトへの提言 

 

７－１ プロジェクトサイトの選定 

本プロジェクトのサイトは並行して実施される無償資金協力のサイトから選定する。現

地調査の結果得られた選定要件は以下の通りである。①本県では東部県が強力なイニシア

チブを表明しているとは言え、郡間の技術移転には不安が残る。従って、各郡から均等に

サイトを選定する必要がある。②給水施設には大別してポンプ（レベル１）と配管系施設

（レベル 2）がある。この両者についても均等に協力を行うことで、本技プロ終了後のスム

ーズな波及効果が期待できる。選定は、最終的にはプロジェクトの中で諸々の調査の後、

活動 a-3 で行う計画となっているが、上記要件に考察を加えた現段階での選定案を以下に

示す。 

＜選定基準＞ 

1. 各郡に配分する。 

2. 2007 年度に無償事業による建設工事を実施するサイトを含む。 

3. キレヘ郡では最初に工事が始まるサイトとする（竣工後のフォローをできるだけ長

期間取るため）。 

4. 複数のセクターにまたがるサイト及び 1 つのセクターに収まるサイト双方を含む。 

5. 新設・既設双方を含む。 

6. 他ドナーとの調整が必要ないサイトが望ましい。 

7. 各施設タイプ（配管タイプ（ポンプ送水・自然流下）及びハンドポンプ）を含む。 

8. 配管タイプ施設の各水源（深井戸・湧水）を含む。 

 
以上の基準で選定した場合、下表の 10 サイトが選定される。 

 

表 7-1 プロジェクトサイト候補一覧表 

郡 No. 
無償

No. 
セクター 

新規/

既設
施設タイプ 水源 

ルワマガナ 1 1 
ﾑｳﾘﾚ, ﾑﾔﾝｶﾞ, 

ｷｶﾞﾋﾞﾛ 
新規 配管系 湧水 

カヨンザ 2 14 ｶﾊﾞﾛﾝﾄﾞ 両方 ハンドポンプ 深井戸 

 3 3 ﾙｲﾝｶﾌﾞ 既設 配管系 深井戸 

 4 4 ﾑﾗﾏ 新規 配管系 湧水 

ンゴマ 5 5 ｷﾌﾞﾝｺﾞ 新規 配管系 湧水 

 6 16 ﾑﾗﾏ 1 両方 ハンドポンプ 深井戸 

 7 6 
ｶﾚﾝﾎﾞ, ｻﾞｻﾞ, 

ｷﾊﾞﾚ, ﾑｹﾞｾﾗ 
既設 配管系 湧水 

キレヘ 8 8 ﾑｼｷﾘ 新規 配管系 湧水 

 9 10 ﾆｬﾑｶﾞﾘ 既設 配管系 湧水 

 10 12 ｶﾞﾊﾗ 新規 配管系 湧水 
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７－２ プログラム内の連携 

本プロジェクトは、旧キブンゴ県地方開発プログラム（概要表を次頁に示す、一部実績

等に基づき修正している）において、プログラム I（水・衛生分野の改善）中の、フェーズ

2 のプロジェクト 1 として位置付けられている。 
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プログラム　Ｉ 目標： 住民の水・衛生環境が改善される。
指標： 複合指標（水へのアクセス、衛生状況、水因性疾患罹患率）

フェーズ プロジェクト
プロジェクト

内容
想定される
JICAスキー

プロジェクトの狙い
プロジェクト

目標
成果 実施機関 実施スケジュール 実施上の留意点

1 1

中央省庁・県
レベルにおけ
る地給水分野
のキャパシティ
ビルディング

中央省庁へ
の専門家派
遣

１．中央省庁・県レベルにお
ける地方給水分野のキャパ
シティビルディング

２．第２フェーズ実施に必要
な準備

中央省庁・県
レベルの地方
給水事業実
施能力が強
化される。

１．給水事業実施マニュアル（案）が作成さ
れる。

２．CDFや他の資金源を利用した小規模給
水施設建設がパイロット的に行われ、給水
事業実施サイクルが確認される。

３．給水施設のインベントリー作成の方法
が確立される。

MINITERE

１．作成されたマニュアル（案）は
フェーズ２で活用され、実施の活
動からのフィードバックを受け、
最終版とする。

２．アフリカ開発銀行が実施中の
水関連プロジェクトとの連携の可
能性。

1

水・衛生分野
の生活状況改
善と地方政府
のキャパシティ
ビルディング

技術協力プロ
ジェクト・開発
調査

１．農村経済活性化の妨げ
となっている、水（水源管理
を含む）、衛生、脆弱層に焦
点を当て、水・衛生環境の改
善

２．CDFや他の資金を使っ
た、小規模給水施設建設の
実施

３．OJTによる地方政府の
水・衛生プロジェクト実施の
キャパシティビルディング

４．プログラムＩＩの地方農村
開発の基盤づくり

対象イミドゥグ
ドゥの水・衛生
環境が改善さ
れる。

１．安全な水への持続的なアクセスが向上
する（学校・保健所用雨水集水タンク等の
小規模施設の建設、施設の維持管理技
術、水管理組合活動の強化、植林等による
水源の保全）。

２．イミドゥグドゥでの衛生改善活動が強化
される（衛生教育、トイレ建設適正技術）。

３．イミドゥグドゥ脆弱層（寡婦や孤児等）へ
の支援活動が強化される（組合による経済
活動支援、伝統的な互助活動の強化、衛
生活動支援、必要機材の供給）。

４．プロジェクト活動の実施を通じて、OJTに
より地方政府職員、村の関係者等の水・衛
生事業実施キャパシティが強化される。

MINITERE
MINALOC

１．プロジェクト開始前（もしくは
開始直後）にベースラインデータ
収集を兼ねた社会調査の実施。

２．参加型アプローチの促進。

３．給水プロジェクト実施マニュア
ル（案）の現場運用と結果の
フィードバック・内容修正。

４．GTZのPDC策定支援プロジェ
クトとの連携の可能性。

５．PDC内容の尊重、技術的実
施可能性の検討。

2

中規模給水施
設の建設、既
存施設の拡
張・リハビリ

無償資金協
力

郡・市のCDFで対応が難しい
中規模の給水施設の建設・
拡張・リハビリを通じて、住
民の水へのアクセスを改善

キブンゴ県民
の飲料水へ
のアクセスが
改善される。

１．新規給水施設が建設される。

２．一部の既存給水施設が拡張・リハビリさ
れる。

３．建設・拡張・リハビリされた施設の維持
管理が適切に行われる。

MINITERE
ソフトコンポーネント部分での技
協との連携。

プログラム　ＩI 目標： 農村での経済活動が活性化する。
指標： 複合指標（農業生産性・所得）

プロジェクト
内容

想定される
JICAスキー

プロジェクトの狙い
プロジェクト

目標
成果 実施機関 実施スケジュール 実施上の留意点

農村経済振興
と地方政府の
キャパシティビ
ルディング

技術協力プロ
ジェクト

１．農村での経済活動を活
性化し、農村部の貧困を緩
和

２．OJTによる地方政府の農
業プロジェクト実施能力の
キャパシティビルディング

MINAGRI
MINALOC

農業インフラ整備事業との連携。
プロジェクトの内容については、プログラム Ｉのフェーズ２
から得られる情報とキガリ・ンガリ県の農業開発調査（2008
年2月頃に終了予定）を基に検討する。

2005 2006 2007 2010

2010

2

2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

（黒は本調査時点で確定
　しているスケジュール）

（灰色はプロジェクト形成調査
時点で想定したスケジュール）

 

図 7-1 旧キブンゴ県地方開発プログラム概要 
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フェーズ 2では、本プロジェクトと無償事業（プロジェクト 2）がほぼ平行して実施され

る予定で、無償事業の中には、ソフトコンポーネントも含まれている。本プロジェクトで

は、無償事業の成果品の活用も活動として含まれており、双方でコミュニケーションを密

にし、活動範囲に重複や漏れがないよう効率的に実施していく必要がある。 

 

７－３ 実施上の留意点 

７－３－１ 地方分権化と組織改革 

（１）急速な地方分権化に伴う政府職員の減少 

ルワンダ国内では、急速な地方分権化に伴い、政府職員の削減・再編成や 2006 年 1 月

の行政界の改編を行っており、中央から地方政府に至る各レベルの行政組織の職員は非

常に少数で職掌も幅広い。このため、C/P がプロジェクト活動に十分な時間と労力を投入

できるか不透明な状況にある。C/P は日本人専門家からの技術移転の対象で、専門家滞在

期間は共同で活動する必要があるため、努力を求めていく必要がある。 

一方、行政界の改編に組織改編が追いついておらず、職位の空席も多く、現在配置さ

れている職員も着任間もない者も多い。実際、4 郡のうち 3 郡（ルワマガナ、カヨンザ、

キレヘ）の水分野の担当者は、赴任後日も浅く、全てを把握している状況ではなかった。

従って、プロジェクトの実施においては、技術面での支援に加えて彼らの現状把握の支

援も行っていく必要がある。 

また、このような流動的な状況に柔軟に対処するためには、現場レベルでの郡、セク

ターの C/P に加え、郡長、東部県関係者、MINITERE 関係者等各チャンネルと密接なコミ

ュニケーションを行っていくことが重要であろう。 

 

（２）水・衛生公社と水・衛生ユニット 

水・衛生分野での組織改編の動きもある。政府としては行政の合理化のため、中央政

府には政策立案、規準策定、調整管理等の業務のみを残し、各分野の事業実施部隊を公

社化する方向性としている。水・衛生分野も同様で、水・衛生公社の設立は PNEAR の成

果の 1 つとして挙げられ、セクター会合でも議論されており、設立後は全国の地方給水・

衛生分野の事業を統括することになっている。一方、MINITERE は郡レベルでの水・衛生

分野の能力向上を図るため、テクニカルサポートユニットを各郡に設立する計画として

いる。両者とも構想段階にあり、実現には未だ年月を要すると予想されるが、ルワンダ

の変化の速さを考慮すると、プロジェクト期間中に設立される可能性もある。その場合、

両者とも重要な C/P となるので、プロジェクトの実施体制の修正が必要となる。 

 

７－３－２ 給水施設運営の民営化等 

2006 年から本格的に開始された給水施設運営の民営化が本プロジェクトに与える影響も

大きい。小規模な給水施設の運営維持管理は、地域住民による公益的な組織が受注してい

るとのことで、プロジェクトの協力対象としては問題ないが、水利用組合とは異なる条件

も多いので、支援の際には適切なアプローチを選択する必要がある。先行地区の現地調査・

分析を含め、初期段階での調査、課題抽出を慎重に行う必要がある。 
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また、現在ボランティアベースで運営維持管理に携わっている水利用組合の役員に、イ

ンセンティブ付与のため、報奨金制度を設ける動きが見られる。少なくともキレヘ郡の郡

レベルの水利用組合では、郡長の承認を得るのみというところまで話が進んでいる。持続

可能な運営維持管理体制の確立のためには有効な手段の 1 つであると考えられ、また、民

営化の流れとの関連もあるため、水利用組合の能力強化において十分に考慮すべき事項で

ある。 

 

７－３－３ 水利用組合のレベル 

無償資金協力プロジェクトにおいては、給水施設ごとに水利用組合を設立することにな

っており、複数のセクターにまたがる施設も含まれている。 

一方、既存の維持管理体制は下図のような階層に分かれており、最終的には郡レベルの

組合が全体を統括している体制となっている（郡によっては構築中）。セクター内に複数の

施設が存在する場合にもセクターレベルの 1 つの組合が運営維持管理を担当することにな

る。また、1 施設が複数のセクターに跨っている場合にはセクターごとの組合だけでなく、

施設全体を管理する組合も存在する。それぞれの組合は連携しており、特定の階層の組合

だけの能力強化を行えば良いというものではなく、体制全体の能力強化を行う必要がある。 

 

図 7-2 水利用組合の階層 

 

７－３－４ 農村部での運営 

対象地域の中でも、ルワマガナ、カヨンザ、キブンゴ等の都市部から離れた農村部では、

自給自足的農業を営んでいる住民がほとんどで、水料金の支払い能力は限られる。また、

燃料、スペアパーツ等の入手も容易でないだけでなく、調達コストが高くつく。持続的な

維持管理を行うためには、適切な水料金の徴収、修理のための適正な投入、緊急時のため

の積立て等が必要であるが、農村部は非常に不利な条件にあるため、慎重に制度構築を行
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っていく必要がある。 

 

７－３－５ 衛生分野の普及手法 

衛生分野の活動については、PHAST と HAMS による活動が政策として掲げられ、国際機関

等の協力を受けて厚生省、水・衛生関連省庁が、活動を通じて普及手法を確立してきてい

る。これまでのところ、対象地域でそういった活動は行われていないものの、この既存手

法と本プロジェクトで用いる手法について整合を取る必要がある。このため、日本の衛生

教育の専門家が活動を行うにあたっては、普及手法について、Water and Sanitation 

National Steering Committee 等の関係者と十分な意見交換・調整をする必要がある。

Steering Committee は、地方分権化に伴う担当者の離任後再編されていないため、実際に

は、先に活動を開始し、対象地域の状況に合った衛生啓発・衛生教育の方法を逆に提言し

ていくべきであろう。 

 

７－３－６ PNEAR との連携 

PNEAR は国家プログラムで、JICA 事業を含む全ての水・衛生分野の関連プロジェクトは

PNEAR の一部として位置付けられており、スタッフはプロジェクトベースで雇われている技

術者であるが、多くは省の元職員である。一方、MINITERE には現在水・衛生担当職員は 1

名しかおらず、面会さえままならないほど多忙である。このため、水・衛生分野に関わる

情報は実質的に PNEAR のスタッフが最も把握していることから、プロジェクトの実施にお

いては PNEAR との密接な連携も重要である。 
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